


 



 

 

はじめに 

 
人口減少社会をはじめ、世の中が急激な変化を迎える今こそ、

持続的成長と合わせ、誰もが幸せを実感できるまちを築くために
は、市民の一人一人が多様性を認め合い、性別にとらわれること
なく、個性と能力を十分に発揮することができる社会の実現が求
められています。 
藤枝市では、これまで男女共同参画推進条例の制定や行動計画

を策定し、市民、事業者、団体の皆様と力を合わせて、多岐にわ
たる施策を計画的に取り組んでまいりましたが、未だに固定的な性別役割分担意識によ
る社会慣行など多くの課題が存在しています。 
加えて、新型コロナ感染症は、人々の生活に深刻な影響を及ぼしています。 
こうした現状を踏まえ、本市では様々な課題に的確に対応するため、これまでの行動

計画の取組を継承しつつ、女性活躍の推進、性の多様性に関する理解促進や SDGs の視点
による取組などを盛り込んだ「藤枝市男女共同参画第４次行動計画」を策定しました。 
今後、本計画を着実に推進するためには、行政だけではなく、市民、事業者、団体の皆

様と共通の認識を持ち、連携・協働による取組が何より必要でありますので、一層の御
理解と御協力をお願い申し上げます。 
結びに、本計画の策定に際しまして、多大な御尽力をいただきました藤枝市男女共同

参画会議委員の皆様をはじめ、市民意識調査や企業調査、パブリックコメントに御協力
いただきました市民や関係者の皆様に心から感謝を申し上げます。 
 

 

令和４年３月 
 

藤枝市長 北村 正平 
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現状と課題現状と課題現状と課題現状と課題  基本目標と目標達成に向けた基本目標と目標達成に向けた基本目標と目標達成に向けた基本目標と目標達成に向けた基本基本基本基本方針方針方針方針  基本的施策基本的施策基本的施策基本的施策 
     

１１１１    男女共同参画についての理解と関心の醸成男女共同参画についての理解と関心の醸成男女共同参画についての理解と関心の醸成男女共同参画についての理解と関心の醸成    

●「男女共同参画社会」という用語について、言葉の意味を知っている人の割合は年々増加しているが、家庭内での役割分担に関す

る設問の回答状況から、「食事の支度や洗濯・掃除などの家事」は主に妻が担っているなど行動が伴っていない。 

●「ジェンダー」や「ワーク・ライフ・バランス」という言葉は、意味まで理解している人の割合は十分とは言えない。 

●女性が職業を持つことについて、肯定的な回答が全国平均より低い。また、働く上での障害として「育児・介護休暇が取得しにくいこ

と」、「長時間労働や残業」、「育児・介護施設の不足」と約５割の女性が回答するなど、課題がある。 

●市に望む施策として、男性では「男女平等、男女の相互理解・協力についての普及・啓発」、女性では「保育所、放課後児童クラブな

どの施設・サービスを整備すること」に関しての割合が高く、特に女性の多くが望んでいる「保育所、放課後児童クラブなどの施設・サ

ービスの整備」が必要な状況。 

    

２２２２    未だに未だに未だに未だに実感する男女の日常での不平等感実感する男女の日常での不平等感実感する男女の日常での不平等感実感する男女の日常での不平等感の解消の解消の解消の解消    

●「男女の平等度」については、「学校教育」を除く全ての調査項目で「男女平等」と回答した人の割合が過半数を下回っている。 

●特に、「社会通念や慣習・しきたりなど」、「政治の場」、「社会全体」においての不平等感が高いという回答が目立つとともに、前回の

調査と比較しても不平等感の改善が見られず、継続した課題である。 

●世界的に見て、日本の性別格差は大きく、ジェンダー・ギャップ指数（GGI）においても 120 位/156 か国であり、主要７か国で最下位

となっている。(特に「政治」「経済」分野が低位であることが課題) 

   

３３３３    管理職等指導的立場の女性割合の向上管理職等指導的立場の女性割合の向上管理職等指導的立場の女性割合の向上管理職等指導的立場の女性割合の向上    

●自治会長に占める女性の割合は過去 10 年以上 0 人が続いてきた（令和３年度は１人）。地域の指導的立場に占める女性の割合が

低いことで、地域活動へ女性の視点が反映されにくくなることが懸念される。 

●企業における女性管理職の割合は、部長相当職が 19.1％、課長相当職が 19.5％と国が定めた目標値(30％)を下回っている。 

●本市職員の女性管理職の割合は 15.3％と県内全市町の平均(15.7％)を下回っている。一方、その割合は年々増加しているため、今

後も女性登用を進めていく必要がある。 

●市の審議会に占める女性割合は 35.7％と国（42.3％）及び静岡県(38.5％)を下回っている。 

●本市の議会議員に占める女性割合は 5.0％と県内全市町の平均（13.7％)を下回っている。 

●「管理的部門や指導的地位への女性登用」が少ない理由として「女性は継続して勤務することが困難だから」の項目に男女間に差が

あり、家事や育児の負担が女性に偏っていることが推測される。 

４４４４    仕事と家庭の両立困難の解消仕事と家庭の両立困難の解消仕事と家庭の両立困難の解消仕事と家庭の両立困難の解消    

●「共働き」と回答する人が 60％を超えており、女性の有業率が上昇している。 

●本市の就学前児童の父親の 54.6％が平均就業時間「10 時間以上/１日」となっており、平均帰宅時間も 43.2％が「20 時以降」と回答

するなど、依然として、多くの企業で男性中心型労働慣行等があることがうかがえる。 

●「継続して女性が働く上での障害」について、市民からは「育児・介護休暇が取得しにくいこと」「長時間労働や残業」「育児・介護施

設の不足」と回答する人の割合が多く、仕事と家庭の両立が困難なことを理由に挙げる人が多い。 

●「仕事」「家庭」「地域・個人の生活」の優先度の理想として、「仕事と家庭生活をともに優先したい」という回答が多いが、現実を問うと

男性は「仕事」を女性は「家庭」を優先している状況であり、理想と現実を近づけられるようワーク・ライフ・バランスの推進が必要であ

る。 

●日本では長時間労働の慣行があるが、労働生産性において、先進国の中で最低(OECD 加盟国 26 位/37 か国)となっているなど、

働き方の見直しが必要。 

●新型コロナへの対応を契機に在宅勤務など、新たな働き方や勤務形態に柔軟に対応していく必要がある。 

５５５５    より弱い立場の人への暴力の防止と理解の促進より弱い立場の人への暴力の防止と理解の促進より弱い立場の人への暴力の防止と理解の促進より弱い立場の人への暴力の防止と理解の促進    

●DVを「直接経験したことがある」「身近に経験した当事者がいる」と回答した人の割合がそれぞれ 4.8％、10.4％いる。 

●セクシュアル・ハラスメントについて「直接経験したことがある」と回答した人は男性 2.5％に対し女性 19.6％と、セクシュアル・ハラスメ

ントの多くが女性に対するものとして存在する。 

●全国的な傾向として新型コロナウイルス感染症の影響により、非正規で働く人などの雇用が不安定となり、その割合が高い女性やひ

とり親世帯の生活困窮や家庭内ＤＶ、子どもへの虐待などの問題が顕在化している。 

●「性的マイノリティ」という言葉を 79.0％の人が「言葉は聞いたことがある」「言葉の内容を理解している」と回答している。言葉の認知度

自体は高いが、性的マイノリティに対する差別や偏見があることを意識している市民が 78.2％いるなど、社会への受け入れが進んで

いない。 
 

１１１１    男女共同参画意識が浸透した社会づくり男女共同参画意識が浸透した社会づくり男女共同参画意識が浸透した社会づくり男女共同参画意識が浸透した社会づくり    

①男女共同参画社会の実現に向けた意識改革の推進 

②男女共同参画の視点に立った地域づくり 

③男女共同参画に関する教育・学習機会の充実 

２２２２    誰もが能力を発揮して輝ける環境づくり誰もが能力を発揮して輝ける環境づくり誰もが能力を発揮して輝ける環境づくり誰もが能力を発揮して輝ける環境づくり    

【藤枝市女性活躍推進計画】【藤枝市女性活躍推進計画】【藤枝市女性活躍推進計画】【藤枝市女性活躍推進計画】    

①政策・方針決定過程への女性の参画拡大 

②働き方改革とワーク・ライフ・バランスの促進 

③男女が共に向き合う家事・育児・介護 

○男女共同参画のための広報・啓発活動の実施 

○男女共同参画に関する情報収集の実施 

○地域活動の意思決定過程への女性の参画拡大 

○男女共同参画の推進に取り組む市民活動・団体への

支援 

○男女共同参画の視点を反映した防災等への取組支援 

○男女共同参画に関する学習機会の提供 

○学校における男女共同参画に関する学習 

○多様な選択を可能とするキャリア教育の実施 

○市政や審議会等における女性の参画拡大 

○民間企業・各種団体における女性の参画拡大支援 

○ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた職場づくりへ

の支援 

○ＩＣＴの活用やテレワークの推進による働き方改革への

取組 

○男性の家事・育児・介護への参画拡大 

○家事・育児・介護と仕事を両立させる支援の充実 

３３３３    誰もが安全・安心・健康に暮らせるまちづくり誰もが安全・安心・健康に暮らせるまちづくり誰もが安全・安心・健康に暮らせるまちづくり誰もが安全・安心・健康に暮らせるまちづくり    

①ジェンダーに基づくあらゆる暴力の根絶及び被害者の

支援 

②より弱い立場の人が直面する生活上の困難に対する

支援 

④生涯にわたるこころとからだの健康づくり 

③多様な価値観、人権と性の多様性を尊重する意識づく

り 

○ジェンダーに基づく暴力やハラスメント根絶に向けた啓

発・対策の推進 

○ＤＶや虐待などの被害者への支援 

○相談体制の充実と関係機関の連携 

○生活上の困難に直面する方への支援 

○女性の性と生殖に関する自己決定権についての教育

及び支援 

○妊娠・出産にかかわる健康の保持・増進のための支

援 

○生涯にわたる健康の保持・増進のための取組 

○性的マイノリティや外国人、障害のある方を含めたダ

イバーシティに関する市民理解の促進 

○多様な性のあり方を前提とした各種制度の見直し 

概要図概要図概要図概要図    
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１１１１    趣旨趣旨趣旨趣旨    

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

誰もが等しく人権を尊重され、共に責任を分かち合い、生き生きと暮らせることや、自
らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画し、それぞれの個性と能力を発
揮する機会が保障され、多様な生き方が選択できることは、より充実した人生を築くこと
につながります。 
このような社会を実現させるため、本市では、その時代に応じた男女共同参画に関する

基本方針を定めた計画を策定し、各種施策に取り組んできました。これら施策推進の結果、
市民の男女共同参画に関する理解は年々進む傾向にある一方、管理的・指導的立場におけ
る女性の割合の少なさや長時間労働の慣行及び女性への家事育児負担の集中など、未だに
課題が存在しているため、さらなる取組の充実が求められています。 
また、令和２(2020)年から感染拡大が本格化した新型コロナウイルス感染症は、全ての

人の生活を脅かすと同時に、全国的にＤＶや虐待、失業など特に女性などの弱い立場の人
に深刻な影響を与えています。 
これらの課題の背景には、ジェンダー規範に基づく固定的性別役割分担意識が存在して

おり、男女共同参画の視点を含めた全庁的な取組が求められています。 
以上を踏まえ、この度、令和３（2021）年度末をもって第３次行動計画（以下、「前回計

画」という）が期間満了となることを受け、「藤枝市男女共同参画第４次行動計画」（以下、
「本計画」という）を策定します。 
また、本計画は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づく市町村推

進計画としても位置付けるものです。 
 

 

 

 

 

男女共同参画とは？男女共同参画とは？男女共同参画とは？男女共同参画とは？    

男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野にお
ける活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及
び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことです。 
(藤枝市男女共同参画推進条例第２条より) 
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２２２２    計画の位置付け計画の位置付け計画の位置付け計画の位置付け    

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

本計画は、以下の法律・条例を根拠に策定します。 

・「男女共同参画社会基本法」第 14条第３項に規定されている「市町村男女共同参
画計画」 

・「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」第６条第２項に規定されて
いる「市町村推進計画」 

・「藤枝市男女共同参画推進条例」第 11条に規定されている「行動計画」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

藤枝市 

国   

 
県 

 藤枝市男⼥共同参画 
第４次⾏動計画 
(藤枝市⼥性活躍 

推進計画) 

v
 

藤枝市男女共同参画 

推進条例 

第６次藤枝市総合計画 

各種個別計画 

・第２次藤枝市ＤＶ防止基本計画 

・第５次地域福祉計画・地域福祉活動計画 

・第２期ふじえだ子ども・子育てスマイル

プラン 21 

・第８次ふじえだ介護・福祉ぷらん 21 他 

○静岡県男女共同参画推進条例 

 ∟第３次静岡県男女共同参画基本計画

（「静岡県の女性の職業生活における活

躍の推進に関する計画」を含む） 

○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 

∟女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針 

○男女共同参画社会基本法 

∟第５次男女共同参画基本計画 
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３３３３    計画の期間計画の期間計画の期間計画の期間    

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

本計画の計画期間は令和４（2022）年度から令和８（2026）年度までの５年間とし、必要に
応じ、見直しを行います。 
 

年度 Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11 
(2018) (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) (2024) (2025) (2026) (2027) (2028) (2029) 

藤枝市男女共同
参画行動計画 

            

藤枝市総合計画 
            

男女共同参画 
基本計画(国) 

            

静岡県男女共同
参画基本計画 

            

 

第３次計画 第５次計画 

 

第４次計画第４次計画第４次計画第４次計画    

 

第５次計画 第６第６第６第６次計画次計画次計画次計画    

 

第４次計画 第５第５第５第５次計画次計画次計画次計画    

 

第６次計画 

 

第２次計画 第３第３第３第３次計画次計画次計画次計画    

 

第４次計画 
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４４４４    第３次行動第３次行動第３次行動第３次行動計画の計画の計画の計画の進捗と進捗と進捗と進捗と評価評価評価評価    

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

平成 30（2018）年３月に策定した前回計画を評価するため、成果指標の達成状況を確認し
ました。これらの評価を受けて、新たな成果指標と目標値を設定します。 
 
基本目標１基本目標１基本目標１基本目標１    男女共同参画意識が浸透した社会づくり男女共同参画意識が浸透した社会づくり男女共同参画意識が浸透した社会づくり男女共同参画意識が浸透した社会づくり    

■基本目標１の成果指標の評価            （時点は全て年度） 

成果指標 策定時 
（Ｈ28） 

目標値 
（Ｒ３） 現状値 評価 

基本的施策１ 男女共同参画意識の啓発と国際理解の促進 

 
社会通念や慣習・しきたりなどで男女が平
等と感じる人の割合（アンケート調査） 

16.6％ 
（H28） 20.0％ 18.6％ 

（R２） 
未達成だが

改善 
基本的施策２ 男女共同参画の視点に立った教育・学習の推進 

 
小学校における男女共同参画に関する講座
の開催（年間） 

16 校 
（H28） 

17 校 
（全校実
施） 

15 校※１ 

（R２） 未達成 

基本的施策３ 男女共同参画の視点に立った地域づくりと防災への取組 

 

地区推進員が実施する啓発活動の開催回数
（１地区当たり年間） 

１回以上 
（H29） ２回以上 ２回以上※２ 

（R１） 達成 

男女共同参画の視点を取り入れた防災訓練
を実施した自主防災会の割合 
（訓練実施結果報告書に特記された集計値） 

－ 
（H29） 
参考値 
8.9％ 

50.0％ 21.8％※３ 
（R１） 未達成 

※１…新型コロナウイルス感染症拡大の影響で２校は講座の実施を中止 
※２…令和２年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により実施を中止 
※３…令和２年度の防災訓練は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により実施を中止 
 

 

  

基本目標２基本目標２基本目標２基本目標２    誰もが能力を発揮して輝ける環境づくり誰もが能力を発揮して輝ける環境づくり誰もが能力を発揮して輝ける環境づくり誰もが能力を発揮して輝ける環境づくり    

■基本目標２の成果指標の評価             （時点は全て年度） 

成果指標 策定時 
（Ｈ28） 

目標値 
（R３） 現状値 評価 

基本的施策４ 男女が共に家事・育児・介護に向き合える環境の整備 

 
家事・育児・介護に関する講座における
男性参加者数（年間） 

－ 
（H28） 60 人 151 人 

（R２） 達成 

地域子育て支援拠点利用件数（年間） 177,705 件 
（H28） ※４ 未達成 
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成果指標 策定時 
（Ｈ28） 

目標値 
（R３） 現状値 評価 

基本的施策５ 働き方改革とワーク・ライフ・バランスの推進 

 
男女共同参画推進事業所の認定数 
（平成 23 年度より累計） 

26 社 
（H28） 37 社 35 社 

（R２） 
未達成だが

改善 
働き方改革に関するセミナーの受講者
数（年間） 

90 人 
（H28） 100 人 125 人 

（R２） 達成 

基本的施策６ 政策・方針決定過程への女性参画の推進 

 
女性委員がいない審議会の数 ３ 

（H29） ０ 1 
（R2.4.1現在）

未達成だが
改善 

市の女性職員の管理職等への登用 
（係長以上） 

18.9％ 
（H29） 25％以上 25.1％ 

(R２) 達成 
※４…令和２年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため利用制限や利用控えによる減少 
 

 

基本目標３基本目標３基本目標３基本目標３    誰もが安全・安心・健康に暮らせるまちづくり誰もが安全・安心・健康に暮らせるまちづくり誰もが安全・安心・健康に暮らせるまちづくり誰もが安全・安心・健康に暮らせるまちづくり    

■基本目標３の成果指標の評価           （時点は全て年度） 

成果指標 策定時 
（Ｈ28） 

目標値 
（R３） 現状値 評価 

基本的施策７ 女性に対するあらゆる暴力の根絶 

 ＤＶに関する講座の開催数（年間） ３回 
（H29） ５回 １回 

（R２） 未達成 

基本的施策８ 生涯を通じたこころとからだの健康づくり 

 

乳がん検診受診率 64.9％ 
（H28） 66.0％ 63.9％※５ 

（R１） 未達成 

子宮がん検診受診率 75.2％ 
（H28） 76.0％ 63.8％※５ 

（R１） 未達成 

睡眠で休養が十分取れている者の割合 81.2％ 
（H28） 維持 77.7％※５ 

（R１） 未達成 

基本的施策９ 様々な困難を抱える女性等が安心して暮らせる環境の整備 

 ひとり親家庭向けの就労相談 
（ハローワーク出張相談）開催回数（年間） 

１回 
（H29） 12 回 12 回 

（R２） 達成 
※５…令和２年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響から利用控えがあったため、令和元年度の値による評価
とした。 
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●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 
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１１１１    社会経済情勢社会経済情勢社会経済情勢社会経済情勢    

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

少子高齢化による本格的な人口減少社会の到来、非正規雇用労働者の増加及び年功序列や
終身雇用制度等に代表されるこれまでの労働慣行の見直し、並びにひとり親世帯や単身世帯
の増加など多様な家族の在り方が浸透している今日の社会情勢は一層複雑なものとなってい
ます。 
 その中で、性別や国籍、信仰などで差別されない多様性のある社会を目指す動きとして、
「ダイバーシティ＆インクルージョン」に関する取組が注目されています。 
 特に国連では、「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現に向け
て、ＳＤＧｓ(Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）)を採択し、日本にお
いても行政や企業が積極的に取組を進めています。 
 また、これとは別に近年全国的に発生している以下の課題にも対応が求められています。 
 

（（（（１１１１））））新型コロナウイルス感染症の拡大新型コロナウイルス感染症の拡大新型コロナウイルス感染症の拡大新型コロナウイルス感染症の拡大    

令和２（2020）年から感染拡大が本格化した新型コロナウイルス感染症は、人々の生活に
大きな影響を及ぼしました。例えば、企業においては、オンライン会議やテレワーク等の導
入が進み、また、消費活動においては、インターネット通販の拡大、外出自粛による家庭内
での飲食の増加等の変化がみられました。 
このような中、非正規雇用労働者の解雇・雇止め等もみられ、その割合が高い女性を中

心に失業・貧困等の問題が浮き彫りになっています。また、在宅勤務が増加したことに伴
い、女性の家事負担が増していることや、ＤＶ・虐待・自殺の件数が増加する問題も顕在
化し、社会的に弱い立場の人への支援が求められています。(内閣府：「コロナ下の女性へ
の影響と課題に関する研究会報告書」より) 
    

（（（（２２２２））））自然災害の大規模化・頻発化自然災害の大規模化・頻発化自然災害の大規模化・頻発化自然災害の大規模化・頻発化    

平成 23（2011）年の東日本大震災や平成 28（2016）年の熊本地震及び、令和元（2019）年
の台風 19号による阿武隈川の氾濫など、大規模な災害時の避難所運営において、女性や性的
マイノリティ、障害のある方など、配慮が必要な方への対応が課題とされています。 
特に、近年は気候変動の影響を受け、全国各地で災害級の豪雨が頻発していることから、

これらの課題への対応が早急に求められています。  
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２２２２    国・県国・県国・県国・県や藤枝市や藤枝市や藤枝市や藤枝市の動きの動きの動きの動き    

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

（１）（１）（１）（１）国の動き国の動き国の動き国の動き    

①法律等の状況①法律等の状況①法律等の状況①法律等の状況    

平成 30(2018)年３月の前回計画の策定以降、国の動向として、男女共同参画社会の実現に
向けた様々な法整備を進めています。 

法律名 内容 
政治分野における男女共同参画の
推進に関する法律 
平成30（2018）年５月に公布・施行 

衆議院・参議院及び地方議会の議員の選挙において、男女の
候補者の数ができるだけ均等となることを目指すことなど
を基本原則とし、政党等の責務として、所属する男女のそれ
ぞれの公職の候補者の数について目標を定める等、自主的に
取り組むよう努めることや、国・地方公共団体の責務等を定
め、政治分野における男女共同参画を効果的かつ積極的に推
進することなどを目的とする。 

働き方改革を推進するための関係
法律の整備に関する法律 
平成30（2018）年７月に公布され、平成31
（2019）年４月から順次施行 

労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択でき
る社会を実現する働き方改革を総合的に推進するため、長時
間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現、雇用形態にかか
わらない公正な待遇の確保等のための措置を講じることに
ついて、労働基準法、パートタイム労働法等の関係法を改正
する。 

女性活躍推進法（女性の職業生活に
おける活躍の推進に関する法律)の
改正 
令和元（2019）年６月に改正 

女性の職業生活における活躍を一層推進するため、一般事業
主行動計画策定義務の対象拡大、女性の活躍に関する情報公
表項目の強化等について定める。 

労働施策総合推進法、男女雇用機会
均等法、育児・介護休業法の改正 
令和元（2019）年６月に改正、令和２（2020）
年６月から順次施行 

パワー・ハラスメント対策が事業主の義務となる労働施策総
合推進法の改正と併せ、セクシュアル・ハラスメント等の防
止対策の強化を目的として、男女雇用機会均等法、育児・介
護休業法を改正する。 

配偶者暴力（ＤＶ）防止法の改正 
令和元（2019）年６月に公布、令和２（2020）
年4月から施行 

児童虐待防止対策及び配偶者からの暴力の被害者の保護対
策の強化を図るため、相互に連携・協力すべき関係機関とし
て児童相談所が法律上明確化されるとともに、保護の適用対
象として被害者の同伴家族が含まれることとなる。 

育児休業、介護休業等育児又は家族
介護を行う労働者の福祉に関する
法律及び雇用保険法の一部を改正
する法律 
令和３（2021）年６月に改正、令和４（2022）
年４月から順次施行 

出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女
ともに仕事と育児等を両立できるようにするため、子の出生
直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設、育児休
業を取得しやすい雇用環境整備及び労働者に対する個別の
周知・意向確認の措置の義務付け等を定める。 
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②男女共同参画基本計画の状況②男女共同参画基本計画の状況②男女共同参画基本計画の状況②男女共同参画基本計画の状況    

国は、「男女共同参画社会基本法」第 13 条に規定されている、男女共同参画社会の形成の
促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本計画を策定しています。令和２
（2020）年 12月に閣議決定された「第５次男女共同参画基本計画」では、目指すべき社会と
して次のような事項が掲げられています。 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

（（（（２２２２）静岡県）静岡県）静岡県）静岡県（（（（県内他市県内他市県内他市県内他市町町町町））））の動きの動きの動きの動き    

①静岡県の動き①静岡県の動き①静岡県の動き①静岡県の動き    

静岡県の動向としては、「誰もが個性を活かし能力を発揮できる社会」を目指し、平成 13
（2001）年に「静岡県男女共同参画推進条例」を制定し、条例の実効性を高めるため、平成
15（2003）年に「静岡県男女共同参画基本計画」を策定しました。以降、計画の改訂を進め、
令和３（2021）年には令和３（2021）年度から令和７（2025）年度までを計画期間とする「第
３次静岡県男女共同参画基本計画」が策定されました。基本目標を「ジェンダー平等の推進
による誰もが幸せを実感できる社会の実現」とし、「男女共同参画社会の実現に向けた意識の
変革と教育の推進」「安全・安心に暮らせる社会の実現」「職場・家庭・地域における固定的性
別役割分担からの脱却」「政策・方針決定過程の場やあらゆる職域への女性の参画拡大」の４
つを柱に据え、男女共同参画社会実現に向けた取組の推進を図ることとしています。 
 

  

男女共同参画基本計画の目指すべき社会男女共同参画基本計画の目指すべき社会男女共同参画基本計画の目指すべき社会男女共同参画基本計画の目指すべき社会    

① 男女が自らの意思に基づき、個性と能力を十分に発揮できる、公正で多様性に富んだ、
活力ある持続可能な社会  

② 男女の人権が尊重され、尊厳を持って個人が生きることのできる社会  
③ 仕事と生活の調和が図られ、男女が共に充実した職業生活、その他の社会生活、家庭

生活を送ることができる社会  
④ あらゆる分野に男女共同参画・女性活躍の視点を取り込み、ＳＤＧｓで掲げられてい

る包摂的かつ持続可能な世界の実現と軌を一にした取組を行い、国際社会と協調する
社会 



11 

■第３次静岡県男女共同参画基本計画の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②県内他市②県内他市②県内他市②県内他市町町町町の動きの動きの動きの動き    

その他、県内他市町の動向として、性的マイノリティの方々に対しての理解促進の動きが
活発化しています。特に全国的にパートナーシップ制度（ＬＧＢＴＱカップルなどに対して、
２人の関係が結婚と同等であると承認し、証明書などを発行する制度）を導入する自治体が
増加していることもあり、令和２（2020）年度に浜松市が県内に先駆けて、令和３（2021）年
度から富士市も本制度を導入しています。その他の市でも同制度の導入を検討していること
や、静岡市では性的マイノリティの交流会や電話相談事業を実施するなど、男女共同参画を
含めた多様性を尊重する「ダイバーシティ＆インクルージョン」が進んでいます。 

 

（（（（３３３３）藤枝市の動き）藤枝市の動き）藤枝市の動き）藤枝市の動き    

①これまでの取組状況①これまでの取組状況①これまでの取組状況①これまでの取組状況    

本市では男女共同参画社会の実現を目指し、平成 10（1998）年３月に「藤枝市男女共同参
画プラン」を策定しました。その後、平成 19（2007）年 12月には「藤枝市男女共同参画推進
条例」を制定し、平成 20（2008）年３月には「藤枝市男女共同参画第２次行動計画」、平成 30
（2018）年３月には「藤枝市男女共同参画第３次行動計画」を策定しました。 
この間、男女共同参画に関する種々の情報提供・啓発活動をはじめ、男女共同参画社会の

実現に向けた市民参加の活動拠点である男女共同参画推進センターの運営、男女共同参画に
関する取組を実施している事業所の認定制度、男女共同参画を地域に根付かせることを目的
とした「男女共同参画地区推進員事業」など、男女共同参画社会の実現に向けた取組の推進

基本目標基本目標基本目標基本目標    

「ジェンダー平等の推進による誰もが幸せを実感できる社会の実現」 
目指す姿目指す姿目指す姿目指す姿    

〔自らの意思で選択できること〕 
男女共同参画やジェンダー平等の意識が定着し、性別に関わりなく、多様な生き方やラ
イフスタイルを選択できる社会 

〔安心して暮らせること〕 
誰もがお互いの人権を尊重し、健康で、安心して生活できる社会 

〔働き続けられること〕 
誰もが子育てや介護をしながら働き続けられ、地域社会においても活躍できる社会 

〔個性を生かし、能力を発揮できること〕 
性別に関わりなく、あらゆる分野で自分の個性や能力を発揮でき、その成果を認め合う
ことができる社会 
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を図ってきました。 
さらに近年は、産学官合同による「イクボス宣言」や、働き方改革の一環としての独自の

クラウドソーシングシステムの構築・運営、防災分野における「藤枝女性防災ネットワーク」
の組織化などの取組も進めています。 
 

②藤枝版ローカル②藤枝版ローカル②藤枝版ローカル②藤枝版ローカルＳＤＧｓＳＤＧｓＳＤＧｓＳＤＧｓ    

冒頭にも記載したとおり、ＳＤＧｓ(Sustainable Development Goals（持続可能な開発目
標）)は、平成 27（2015）年９月の国連サミットにおいて採択されました。令和 12（2030）年
までの国際目標として、17の目標・169のターゲットを掲げています。 
本市が令和３（2021）年３月に策定した「第６次藤枝市総合計画」では、本市独自の目標と

して「藤枝版ローカルＳＤＧｓの実現」を掲げ、「力強い経済」「安全・安心な社会」「優しい
環境」の三方良しの持続可能なまちづくりを進めていく方針を示しました。 
男女共同参画は、本市独自の 17 の目標（ローカルＳＤＧｓ）のうち、「目標５ 女性が集

まり活躍するまちをつくる」や「目標８ 力強い地域産業と多様な働き方を生み出す」に関
連することはもちろん、様々な目標の達成の基盤となるものです。 
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●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

 

 

 

 

 

  



14 

  

１１１１    現状現状現状現状把握にあたって把握にあたって把握にあたって把握にあたって    

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

本市の現状把握にあたり、市民意識調査及び市内企業等への調査を行ったほか、国や県な
どの各種調査報告や統計資料等を参照しました。 
 

（１）市民意識調査の実施（１）市民意識調査の実施（１）市民意識調査の実施（１）市民意識調査の実施    

市民の男女共同参画の意識や実態を把握し、本計画策定のための基礎資料とすることを目
的に、市民意識調査を実施しました。 
■市民意識調査の概要 

調査対象 18歳以上の市民より無作為抽出 
調査票の配布・回収 郵送配布・郵送回収 

調査期間 令和２（2020）年８月６日～９月 11日 
配布数・回答数 配布数 2,000件 回答数 743件（有効回答率 37.2％） 

 

 

（２）企業（２）企業（２）企業（２）企業意識意識意識意識調査の実施調査の実施調査の実施調査の実施    

市内の企業の男女共同参画や女性活躍の意識や実態を把握し、本計画策定のための基礎資
料とすることを目的に、企業意識調査を実施しました。また、調査に回答した企業の一部に
対し、ヒアリングシートでの追加調査を実施しました。 
■企業意識調査の概要 

調査対象 市内に所在地を有する企業（従業員 10 人以上） 
調査票の配布・回収 郵送配布・郵送回収 

調査期間 令和２（2020）年８月 13日～８月 26日 
配布数・回答数 配布数 500件 回答数 231件（有効回答率 46.2％） 

ヒアリングシート調査実施数 ２社 
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44.5 

10.5 

44.4 

19.1 

42.9 

85.1 

33.9 

20.1 

29.5 

35.8 

24.1 

8.6 

18.8 

66.6 

23.4 

42.3 

30.0 

3.2 

2.7 

2.8 

2.7 

2.8 

3.0 

3.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男女共同参画社会

ポジティブ・アクション（積極的改善措置）

ジェンダー（社会的・文化的に形成された性別）

女性活躍推進法

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）

配偶者などからの暴力（DV）

【全体（ｎ＝743）】

知っているし意味もわかっている 言葉だけは知っている 知らない 不明・無回答

２２２２    本市本市本市本市を取り巻くを取り巻くを取り巻くを取り巻く現状と課題現状と課題現状と課題現状と課題    

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

本市の各種統計や市民意識調査等の結果から導かれる「本市を取り巻く現状と課題」につ
いて、以下の５つに整理します。 

 

課題１課題１課題１課題１    男女共同参画についての理解と関男女共同参画についての理解と関男女共同参画についての理解と関男女共同参画についての理解と関心の醸成心の醸成心の醸成心の醸成    

○市民意識調査によると、「男女共同参画社会」という用語について、意味まで理解している
人の割合は半数に届いておらず、十分に理解が広がっていないことがわかります。また、
言葉の意味を知っている人の割合は年々増加しているものの、家庭内での役割分担に関す
る設問の回答状況をみると、「食事の支度や洗濯・掃除などの家事」については、主に妻が
担っているなど分担が進んでいる状況はみられず、行動が伴っていません。 

○さらに、男女共同参画の理解に重要な概念である「ジェンダー」や「ワーク・ライフ・バラ
ンス」という言葉についても、意味まで理解している人の割合は十分とはいえません。 

■男女共同参画に関する言葉を知っている人の割合（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：藤枝市男女共同参画に関する市民意識等調査・調査結果報告（令和３（2021）年３月） 
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64.4

45.7

46.7

58.4

26.1

9.9

23.5

9.3

12.8

2.3

47.7

1.4

20.6

29.4

25.1

20.8

31.3

15.6

26.1

10.1

12.1

2.9

18.9

3.9

6.8

12.3

15.8

10.3

12.3

38.9

15.6

20.0

22.6

20.8

12.1

50.0

1.4

3.7

3.7

2.7

0.4

4.1

1.9

23.2

2.5

28.6

6.4

16.5

1.2

3.3

3.5

1.8

0.4

1.6

0.6

25.5

1.6

38.5

8.6

21.4

1.4

1.2

0.8

1.2

1.6

2.9

4.5

6.0

8.9

1.6

1.0

1.6

22.2

21.8

22.4

33.5

4.3

4.5

4.5

4.9

5.8

5.3

5.4

5.8

6.0

5.3

5.4

5.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

食事の支度

食事の後片付け、食器洗い

掃除

洗濯

育児

子どもの教育方針や進学目標を決める

保育園・幼稚園・学校行事やPTAへの参加

自治会・町内会などの地域活動を行う

親の世話（介護をする）

家計を支える（生活費を稼ぐ）

日々の家計の管理をする

高額の商品や土地・家屋の購入を決める

【全体(n=514)】

主に妻 主に妻だが夫も分担 夫と妻が同程度

主に夫だが妻も分担 主に夫 その他

同居の子どもや親がいない 不明・無回答

■（配偶者と同居している回答者のみ）家庭での役割分担（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：藤枝市男女共同参画に関する市民意識等調査・調査結果報告（令和３（2021）年３月） 

 

○女性が職業を持つことへの考え方は、「子どもができたら職業をやめ、大きくなったら再び
職業を持つ方がよい」という回答が全国平均より高く、また、「子どもができても、ずっと
職業を続ける方がよい」という回答が全国平均より低くなっています。 
次に、働く上での障害として「育児・介護休暇が取得しにくいこと」「長時間労働や残業」
「育児・介護施設の不足」を約５割の女性が回答するなど、継続的に働き続けることに関
して課題がみられます。 
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0.8 

2.2 

5.7 

43.5 

26.0 

13.1 

5.1 

3.8 

0.9 

2.8 

3.5 

43.3 

33.9 

7.1 

7.4 

1.1 

3.9 

4.8 

6.5 

61.0 

20.3 

1.7 

1.7 

0% 20% 40% 60% 80%

女性は職業を持たない方がよい

結婚するまでは職業をもつ方がよい

子どもができるまでは、職業を持つほうがよい

子どもができても、ずっと職業を続ける方がよい

子どもができたら職業をやめ、大きく

なったら再び職業を持つ方がよい

その他

わからない

不明・無回答

藤枝市（n=743）

静岡県（n=744）

全国（n=2,645）

女性は職業を持たない方がよい

結婚するまでは職業をもつ方がよい

子どもができるまでは、職業を持つほうがよい

子どもができても、ずっと職業を続ける方がよい

子どもができたら職業をやめ、大きくなったら再

び職業を持つ方がよい

その他

わからない

不明・無回答

49.8 

48.0 

42.0 

37.0 

26.6 

0% 20% 40% 60% 80%

結婚・出産退職等の慣行

育児・介護施設の不足

育児・介護休暇が取得しにくいこと

長時間労働や残業

雇用形態にパートタイムや臨時雇い

が多い

【男性（n=319）】

59.6 

52.1 

51.6 

49.1 

29.8 

0% 20% 40% 60% 80%

育児・介護休暇が取得しに

くいこと

長時間労働や残業

育児・介護施設の不足

結婚・出産退職等の慣行

雇用形態にパートタイムや臨

時雇いが多い

【女性（n=403）】

雇用形態にパートタイムや臨時

雇いが多い

育児・介護休暇が取得しにくい

こと

育児・介護休暇が取得しにくい

こと

雇用形態にパートタイムや臨時

雇いが多い

■女性が職業を持つことについての考え方（国、県、本市比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：全国…男女共同参画社会に関する世論調査（令和元（2019）年９月） 

静岡県…静岡県の男女共同参画に関する県民意識調査報告書（令和元（2019）年８月） 

藤枝市…藤枝市男女共同参画に関する市民意識等調査・調査結果報告（令和３（2021）年３月） 

 

■継続して女性が働く上での障害（男女別）（上位５位） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：藤枝市男女共同参画に関する市民意識等調査・調査結果報告（令和３（2021）年３月） 
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39.5 

34.8 

30.7 

29.2 

26.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

男女平等、男女の相互理解・協力についての

普及・啓発

学校教育の場で、男女平等や相互理解の

ための学習を充実すること

労働時間の短縮による仕事と家庭の

両立に向けた啓発

保育所、放課後児童クラブ（学童保育）などの

施設・サービスを整備すること

経営者、事業主を対象に職場における男女の

均等な取り扱いについて周知徹底すること

【男性（n=319）】

男女平等、男女の相互理解・協力についての

普及・啓発

学校教育の場で、男女平等や相互理解のため

の学習を充実すること

労働時間の短縮による仕事と家庭の両立に向

けた啓発

保育所、放課後児童クラブ（学童保育）などの

施設・サービスを整備すること

経営者、事業主を対象に職場における男女の

均等な取り扱いについて周知徹底すること

46.2 

43.7 

37.0 

35.7 

26.1 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

保育所、放課後児童クラブ（学童保育）などの

施設・サービスを整備すること

学校教育の場で、男女平等や相互理解の

ための学習を充実すること

男女平等、男女の相互理解・協力についての

普及・啓発

労働時間の短縮による仕事と家庭の

両立に向けた啓発

経営者、事業主を対象に職場における男女の

均等な取り扱いについて周知徹底すること

【女性（n=403）】

保育所、放課後児童クラブ（学童保育）などの

施設・サービスを整備すること

学校教育の場で、男女平等や相互理解のため

の学習を充実すること

男女平等、男女の相互理解・協力についての

普及・啓発

労働時間の短縮による仕事と家庭の両立に向

けた啓発

経営者、事業主を対象に職場における男女の

均等な取り扱いについて周知徹底すること

○市に望む施策として、男性では「男女平等、男女の相互理解・協力についての普及・啓発」
（39.5％）や「学校教育の場で、男女平等や相互理解のための学習を充実すること」（34.8％）
を回答する割合が高く、女性では「保育所、放課後児童クラブなどの施設・サービスを整
備すること」（46.2％）や「学校教育の場で、男女平等や相互理解のための学習を充実する
こと」（43.7％）を回答する割合が高い状況です。 
特に、女性からの要望が高かった保育・子育て支援サービスや子どもたちへの教育・学習
を推進することが求められています。 

■男女共同参画の推進のために市に望む施策（男女別）（上位５位） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：藤枝市男女共同参画に関する市民意識等調査・調査結果報告（令和３（2021）年３月） 
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8.5 

9.8 

0.5 

4.3 

12.7 

6.6 

21.0 

9.4 

33.9 

41.0 

9.3 

28.9 

51.3 

31.1 

45.0 

56.8 

38.6 

30.1 

61.2 

37.6 

18.6 

39.2 

18.3 

16.8 

7.7 

4.3 

3.1 

7.4 

2.2 

3.4 

1.2 

2.7 

1.6 

1.3 

0.5 

1.3 

0.8 

1.1 

0.1 

0.8 

5.4 

9.0 

19.9 

16.8 

10.6 

14.9 

10.9 

10.0 

4.3 

4.3 

5.4 

3.6 

3.9 

3.8 

3.5 

3.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

家庭の中

職場の中

学校教育

地域活動

社会通念や慣習

・しきたりなど

法律や制度上

政治の場

社会全体

【全体(n=743)】

男性のほうが非常に優遇されている どちらかといえば男性のほうが優遇されている

男女平等になっている どちらかといえば女性のほうが優遇されている

女性のほうが非常に優遇されている わからない

不明・無回答

 

課題２課題２課題２課題２    未だに未だに未だに未だに実感する男女の日常での不平等感実感する男女の日常での不平等感実感する男女の日常での不平等感実感する男女の日常での不平等感の解消の解消の解消の解消    

○市民意識調査によると、「男女の平等度」については、「学校教育」を除く全ての項目で「男
女平等になっている」と回答した人の割合が過半数を下回っており、依然として男女の不
平等を実感する人が多い状況です。特に、「職場の中」「社会通念や慣習・しきたりなど」
「政治の場」「社会全体」において不平等感が高く、平成 28 年度の調査と比較しても、継
続した課題であるといえます。 
■各分野での男女の平等度（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：藤枝市男女共同参画に関する市民意識等調査・調査結果報告（令和３（2021）年３月） 

 

○世界的に見ても、日本における性別格差は大きく、ジェンダー・ギャップ指数（ＧＧＩ）は
156 か国中 120 位であり、主要７か国の中で最下位となっています。特に「政治」「経済」
分野が低位であることが影響しているため、これらの底上げが求められています。 

■ジェンダー・ギャップ指数（日本の順位） 

（年） H22 H24 H26 H28 H30 R 元 R2 
2010 2012 2014 2016 2018 2019 2020 

ＧＧＩ 94位 101位 104位 111位 110位 121位 120 位 
 政治 101位 110位 129位 103位 125位 144位 147 位 
 経済 101位 102位 102位 118位 117位 115位 117 位 
 教育 82位 81位 93位 76位 65位 91位 92位 
 健康 1位 34位 37位 40位 41位 40位 65位 

資料：世界経済フォーラム/グローバル・ジェンダー・ギャップレポート 
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19.1 

19.5 

30.6 

80.9 

80.5 

69.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

役員・部長相当職（n=747）

課長相当職（n=647）

係長相当職（n=589）

女性 男性

4.3
4.4

4.5

4.7

4.9

5.2

5.4

5.7

5.9

6.1 

6.3 

1.1 
1.2 

1.1 
1.2 

1.4 
1.3 

1.6 
1.7 

2.1 

1.9 
2.0 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

1.9 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

平成

23年度

平成

24年度

平成

25年度

平成

26年度

平成

27年度

平成

28年度

平成

29年度

平成

30年度

令和

元年度

令和

２年度

令和

３年度

全国市町村（平均） 県内全市町（平均） 藤枝市

（％）

課題３課題３課題３課題３    管理職等指導的立場の管理職等指導的立場の管理職等指導的立場の管理職等指導的立場の女性女性女性女性割合割合割合割合の向上の向上の向上の向上    

○本市の自治会長における女性の人数は長年０人が続き、令和３（2021）年度も 52人中１人
ですが、自治会等の地域活動には多くの女性が参加しています。 
本市に限らず、地域活動における方針決定の場への女性の参画割合が低いことは、地域活
動へ女性の視点が反映されにくくなり、特に災害時の避難所運営（生理用品の取り扱いや
プライバシーの配慮、性暴力被害の防止等）において問題が生じることが懸念されます。 

 

■自治会長に占める女性の割合（全国市町村（平均）、県内全市町（平均）、本市比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：全国・静岡県…地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況に関する調査 

藤枝市…藤枝市男女共同参画・多文化共生課 

○本市の企業における女性管理職の割合は、役員・部長相当職が 19.1％、課長相当職が 19.5％
となっており、県内全市町の平均を上回っているものの全体的に低い状況であり、改善が
求められます。 
 

■役職者別の男女比 

 

 

 

 

 

 

 

資料：藤枝市男女共同参画に関する市民意識等調査・調査結果報告（令和３（2021）年３月） 

 

○本市（藤枝市役所（市立病院含む））における管理職の女性割合は令和３（2021）年４月時
点で 15.3％と、県内全市町の平均（15.7％）を下回っていますが、その割合は、年々増加
しているため、今後も女性登用を進めていく必要があります。  
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38.5 

29.0 29.1 
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30.5 

36.8 
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37.2 
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33.9 

35.7 

20.0

25.0

30.0

35.0
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元年度

令和

２年度
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３年度

国 静岡県 藤枝市

（％）

10.4 
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15.7 

8.6 

9.0 
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13.4 
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5.0

10.0
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令和

２年度
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全国市町村（平均） 県内全市町（平均） 藤枝市

（％）

5.9 

4.3 4.3 4.3 

4.3 

5.9 

11.8 
10.3 

10.5 

12.5 
12.3 

13.0 

12.2 
13.7 
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4.5 
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4.5 

4.5 

5.0 

5.0 

0.0

2.0

4.0
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静岡県 県内全市町（平均） 藤枝市

■本市職員(市立病院職員含む)の女性管理職の割合（課長相当職以上） 

（全国市町村（平均）、県内全市町（平均）、本市比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況に関する調査 

○本市の審議会の女性委員の割合は、近年やや減少しており、令和３（2021）年４月で 35.7％
と、国（42.3％）及び静岡県（38.5％）を下回っています。また、本市の議会議員に占める
女性割合は令和２（2020）年４月で 5.0％と県内の順位で 28／35 位となっています。 

■審議会等に占める女性委員の割合の推移・比較（国、静岡県、本市比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国…国の審議会等における女性委員の参画状況調べ 

静岡県・藤枝市…地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況に関する調査 

■本市議会議員に占める女性の割合（県（県議会）、県内全市町（平均）、本市比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：静岡県男女共同参画白書 
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42.9 

36.7 

34.8 

33.9 

23.8 

0% 20% 40% 60%

社会的・文化的に、性別によって役割を固定す

る…

女性は継続して勤務することが困難であるから

女性自身が管理的部門等に就くことに

消極的だから

雇用する側に男性優先の意識や、女性管理職

に対する不安感があるから

主として補助的業務が与えられ、女性の能力を

高める機会が少ないから

【男性（n=319）】

社会的・文化的に、性別によって役割を固定す

る考え方や意識が残っているから

女性は継続して勤務することが困難であるから

女性自身が管理的部門等に就くことに消極的

だから

雇用する側に男性優先の意識や、女性管理職

に対する不安感があるから

主として補助的業務が与えられ、女性の能力を

高める機会が少ないから

55.8 

45.4 

41.7 

24.3 

23.1 

0% 20% 40% 60%

女性は継続して勤務することが困難であるから

社会的・文化的に、性別によって役割を固定す

る…

雇用する側に男性優先の意識や、女性管理職

に対する不安感があるから

家族の理解や協力が得られにくいから

女性自身が管理的部門等に就くことに

消極的だから

【女性（n=403）】

女性は継続して勤務することが困難であるから

社会的・文化的に、性別によって役割を固定す

る考え方や意識が残っているから

雇用する側に男性優先の意識や、女性管理職

に対する不安感があるから

家族の理解や協力が得られにくいから

女性自身が管理的部門等に就くことに消極的

だから

60.1 39.7 0.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【全体】（n=514）

働いている 働いていない 不明・無回答
0

○市民意識調査によると、「管理的部門や指導的地位への女性登用」が少ない理由として、
55.8％の女性が「女性は継続して勤務することが困難であるから」と回答しており、家事
や育児の負担が女性に偏っていることが影響していると推測されます。 

■女性管理職の登用が少ない理由（男女別）（上位５位） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

資料：藤枝市男女共同参画に関する市民意識等調査・調査結果報告（令和３（2021）年３月） 

    

    

課題４課題４課題４課題４    仕事と家庭の両立仕事と家庭の両立仕事と家庭の両立仕事と家庭の両立困難困難困難困難の解消の解消の解消の解消    

○市民意識調査によると、60％を超える世帯が共働きとなっています。これに伴い、性別役
割分担から、性別を問わず仕事と家庭を両立させることが求められています。 

■（既婚者のみ）夫婦共に働いている人の割合（パート・アルバイト含む）（全体） 

 

 

 

 

資料：藤枝市男女共同参画に関する市民意識等調査・調査結果報告（令和３（2021）年３月） 
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0.2 

4.0 

12.6 

22.4 

37.5 

7.3 

16.0 

0.1 

0.5 

0.6 

1.1 

38.6 

54.6 

4.6 

0% 20% 40% 60%

２時間未満

２時間以上４時間未満

４時間以上６時間未満

６時間以上８時間未満

８時間以上10時間未満

10時間以上

不明・無回答

母親（n=531）

父親（n=876）

2.2 

0.7 

0.6 

5.5 

18.6 

22.7 

43.2 

6.6 

8.8 

2.1 

2.1 

11.3 

26.7 

19.1 

27.9 

2.1 

0% 20% 40% 60%【父親】

平日（n=876）

土・日・祝日（n=434）

15.4 

4.0 

8.7 

22.0 

29.8 

9.8 

3.4 

7.0 

21.7 

4.0 

7.4 

25.1 

27.4 

8.6 

5.7 

0.0 

0% 20% 40% 60%

15時より前

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時以降

不明・無回答

【母親】

平日（n=531）

土・日・祝日（n=175）

○本市の子育てに関するアンケートでは、本市在住の就学前児童の父親の 54.6％が平均就業
時間「10 時間以上／１日」となっており、平均帰宅時間も 43.2％が「20 時以降」と回答す
るなど、依然として、多くの企業で男性中心型労働慣行等があることがうかがえます。 

■平均就労時間（残業含む）（時間/日）（父親、母親比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■平均的な帰宅時間（父親、母親比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料（共に）：藤枝市子ども・子育て支援事業計画策定に係るニーズ調査（平成 30（2018）年度） 
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49.8 

48.0 

42.0 

37.0 

26.6 

0% 20% 40% 60% 80%

結婚・出産退職等の慣行

育児・介護施設の不足

育児・介護休暇が取得しにくいこと

長時間労働や残業

雇用形態にパートタイムや臨時雇い

が多い

【男性（n=319）】

59.6 

52.1 

51.6 

49.1 

29.8 

0% 20% 40% 60% 80%

育児・介護休暇が取得しに

くいこと

長時間労働や残業

育児・介護施設の不足

結婚・出産退職等の慣行

雇用形態にパートタイムや臨

時雇いが多い

【女性（n=403）】

雇用形態にパートタイムや臨時

雇いが多い

育児・介護休暇が取得しにくい

こと

育児・介護休暇が取得しにくい

こと

雇用形態にパートタイムや臨時

雇いが多い

1.2 

24.8 

3.7 

35.5 

2.7 

8.7 

18.9 

1.7 

2.7 

18.6 

35.2 

1.5 

21.1 

2.0 

8.7 

5.5 

3.7 

3.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

「仕事」を優先

「家庭生活」を優先

「地域・個人の生活」を優先

「仕事」と「家庭生活」をともに優先

「仕事」と「地域・個人の生活」

をともに優先

「家庭生活」と「地域・個人の生活」

をともに優先

「仕事」と「家庭生活」と

「地域・個人の生活」をともに優先

わからない

不明・無回答

【女性】

理想（n=403）

現実（n=403）

6.9 

17.9 

5.0 

32.6 

4.1 

11.0 

16.3 

2.2 

4.1 

34.2 

13.5 

5.0 

22.6 

5.3 

7.2 

4.7 

3.4 

4.1 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

「仕事」を優先

「家庭生活」を優先

「地域・個人の生活」を優先

「仕事」と「家庭生活」をともに優先

「仕事」と「地域・個人の生活」

をともに優先

「家庭生活」と「地域・個人の生活」

をともに優先

「仕事」と「家庭生活」と

「地域・個人の生活」をともに優先

わからない

不明・無回答

【男性】

理想（n=319）

現実（n=319）

「仕事」を優先

「家庭生活」を優先

「地域・個人の生活」を優先

「仕事」と「家庭生活」をともに優先

「仕事」と「地域・個人の生活」をと

もに優先

「家庭生活」と「地域・個人の生活」

をともに優先

「仕事」と「家庭生活」と

「地域・個人の生活」をともに優先

わからない

不明・無回答

○市民意識調査によると、「継続して女性が働く上での障害」について、女性では「育児・介
護休暇が取得しにくいこと」「長時間労働や残業」「育児・介護施設の不足」と回答する割
合が高く、仕事と家庭の両立が困難なことを理由に挙げる人が多い状況です。 

■継続して女性が働く上での障害（男女別）（上位５位） ＊再掲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：藤枝市男女共同参画に関する市民意識等調査・調査結果報告（令和３（2021）年３月） 

 

○市民意識調査によると、「仕事」「家庭生活」「地域・個人の生活」の優先度の理想について、
「仕事と家庭生活をともに優先したい」という回答が多くなっているものの、現実を問う
と男性は「仕事」を、女性は「家庭生活」を優先している状況です。市民生活における理想
と現実を近づけられるようワーク・ライフ・バランスの推進が必要です。 

■生活の中の優先度の理想と現実（男女別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：藤枝市男女共同参画に関する市民意識等調査・調査結果報告（令和３（2021）年３月） 
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単位：購買力平価換算ＵＳドル

（順位）
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全国 東京都23区 地方圏

○日本では長時間労働の慣行があるにもかかわらず、一人当たりの労働生産性において、先
進国の中で最低（ＯＥＣＤ加盟国 26 位/37か国）となっているなど、働き方の見直しが求
められています。 

■ＯＥＣＤ加盟諸国の労働生産性（上位 26 位） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：労働生産性の国際比較(令和元（2019）年) 

 

○全国では、令和２（2020）年初頭からの新型コロナウイルス感染症への対応を契機に在宅
勤務などを導入する企業が東京圏で増加する一方、地方圏では低調な状況です。地方にお
いても、新たな働き方や勤務形態に柔軟に対応していくことが求められています。 

■テレワークの実施状況（全国、東京都 23 区、地方圏比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：コロナ下の女性への影響と課題に関する研究会報告書（令和３（2021）年４月） 
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■テレワークを経験して感じたこと（全国調査）（男女別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：コロナ下の女性への影響と課題に関する研究会報告書（令和３（2021）年４月） 
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2.5 

19.6 

0% 10% 20% 30%

男性（n=319）

女性（n=403）

課題５課題５課題５課題５    よりよりよりより弱い立場の人への弱い立場の人への弱い立場の人への弱い立場の人への暴力暴力暴力暴力の防止との防止との防止との防止と理解理解理解理解のののの促進促進促進促進    

○市民意識調査によると、ＤＶを「直接経験したことがある」人について、男性で 3.1％、女
性で 5.7％となっており、「身近に経験した当事者がいる」と回答した人の割合が男性で
6.0％、女性で 14.1％となっています。また、セクシュアル・ハラスメントについて「直接
経験したことがある」と回答した人は男性 2.5％に対し女性 19.6％となっており、ＤＶや
セクシュアル・ハラスメントの多くが女性に対するものであり、対策が求められます。 

■DV について見聞きしたことがある人（全体、男女別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：藤枝市男女共同参画に関する市民意識等調査・調査結果報告（令和３（2021）年３月） 

■セクシュアル・ハラスメントについて直接経験したことがある人（男女別） 

 

 

 

 

 

資料：藤枝市男女共同参画に関する市民意識等調査・調査結果報告（令和３（2021）年３月） 
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0% 20% 40% 60% 80%

自分が直接経験したことがある

夫婦間や恋人からの暴力について、身近な人

から相談を受けたことがある

身近に夫婦間や恋人からの暴力を経験した

当事者がいる

身近に当事者はいないが、夫婦間や恋人からの

暴力についてのうわさを耳にしたことがある

夫婦間や恋人からの暴力がテレビや新聞などで

問題になっていることは知っている

夫婦間や恋人からの暴力について

見聞きしたことはない

その他

わからない

不明・無回答

全体（n=743）

男性（n=319）

女性（n=403）

夫婦間や恋人からの暴力について、身近な人

から相談を受けたことがある 

 

身近に夫婦間や恋人からの暴力を経験した当

事者がいる 

 

身近に当事者はいないが、夫婦間や恋人から

の暴力についてのうわさを耳にしたことがある 

 

夫婦間や恋人からの暴力がテレビや新聞など

で問題になっていることは知っている 

 

夫婦間や恋人からの暴力について見聞きした

ことはない 
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○令和２（2020）年初頭から拡大した新型コロナウイルス感染症の影響により、全国では非
正規で働く人などの雇用が不安定となり、その割合が高い女性やひとり親世帯の生活の困
窮や家庭内でのＤＶ、児童虐待などが顕在化しています。内閣府が公表した資料によれば、
ＤＶ相談件数の増加や女性の自殺者数の増加などがみられ、深刻な影響が出ています。 
なお、本市では、ＤＶ相談件数や女性の自殺者数等に顕著な変化はみられていませんが、
全国の状況を鑑みると、影響を受けている人、または受ける可能性がある人がいることが
推測されるため、対応が求められます。 

■ＤＶ相談件数の推移（全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：コロナ下の女性への影響と課題に関する研究会報告書（令和３（2021）年４月） 

■自殺者数の推移（全国） 

2019 年合計 2020 年合計 

20,16920,16920,16920,169 人人人人    22221111,,,,081081081081 人人人人    (+912) 

男性 14,078 人 男性 14,055 人 (▲23) 

女性 06,091 人 女性 07,026 人 (+935) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※2020 年分までは確定。2021 年分は 11 月末の速報値。 

資料：警察庁 
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19.0 32.6 46.4 2.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=743）

まったく知らない 言葉は聞いたことがある

言葉の内容を理解している 不明・無回答

34.1 44.1 12.1 5.1 4.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=743）

そう思う どちらかといえばそう思う

どちらかといえばそう思わない そう思わない

不明・無回答

○市民意識調査によると、「性的マイノリティ」という言葉について、79.0％の方が「言葉は
聞いたことがある」「言葉の内容を理解している」と回答していることから、言葉の認知度
自体は高い状況ですが、性的マイノリティに対する差別や偏見があることを意識している
市民が 78.2％いるという結果がみられ、社会への受け入れが進んでいないことがうかがえ
ます。 

○外国人や障害のある人、様々な状況下にある人に対する理解を深め、誰もが生活しやすい
社会づくりが求められます。 

■性的マイノリティという言葉を知っている人の割合（全体） 

 

 

 

 

 

 
資料：藤枝市男女共同参画に関する市民意識等調査・調査結果報告（令和３（2021）年３月） 

 

■性的マイノリティにとって偏見や差別などの人権侵害により生活しづらい社会だと思うか（全体） 

 

 

 

 

 

 

資料：藤枝市男女共同参画に関する市民意識等調査・調査結果報告（令和３（2021）年３月） 
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●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

 

 

  



32 

１１１１    計画の計画の計画の計画の基本理念基本理念基本理念基本理念    

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

「藤枝市男女共同参画推進条例」では、男女が共に生き共に輝くまちづくりの推進を目指
し、６つの基本理念のもと、市、市民、事業者及び市民団体等が協力し合って様々な活動を
展開することとしています。このような考えに沿って、これまで３次にわたる男女共同参画
行動計画の策定・推進を図ってきました。 
また、令和３（2021）年度を初年度とする「第６次藤枝市総合計画」では、基本理念として

「“幸せになるまち”藤枝づくり ～まち・自然・文化と共生 未来へ飛躍～」を掲げ、先人
から継承した豊かなまちと自然、文化を守り、未来に向けて発展したまちを築くこと、また
市民や企業、行政、大学などの多様な主体が想いを共有し、力を結集することで“幸せにな
るまち”の創造を目指しています。 
本市の男女共同参画を取り巻く現状をみると、人々の意識は徐々に見直されているものの、

職場、社会通念や慣習及び政治分野など様々な場面において、未だ固定的な性別役割分担意
識が残っている現状がみられます。性別に縛られず、誰一人取り残さないよう、一人一人の
能力と個性が発揮でき、「自分らしく」心豊かに生活できる社会づくりが求められていること
から、本計画においては、条例等に基づくこれまでの考え方、本市の現状や課題、総合計画
で掲げる市全体の目標や藤枝版ローカルＳＤＧｓの考え方等を踏まえ、以下の総合目標を設
定します。 
 

 

 

男女が共に輝き男女が共に輝き男女が共に輝き男女が共に輝き    

誰誰誰誰もが幸せを実感できるまちもが幸せを実感できるまちもが幸せを実感できるまちもが幸せを実感できるまち    ふじえだふじえだふじえだふじえだ    
     

藤枝市男女共同参画推進条例における藤枝市男女共同参画推進条例における藤枝市男女共同参画推進条例における藤枝市男女共同参画推進条例における基本理念基本理念基本理念基本理念    

①男女の人権の尊重 
②社会における制度及び慣行についての配慮 

③政策等の立案及び決定への参画 

④家庭生活と社会活動の両立 

⑤性の尊重と生涯にわたる健康の確保 

⑥国際協調 

総合目標 
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２２２２    基本目標基本目標基本目標基本目標    

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

本計画は、次の基本目標に沿って施策・取組を展開します。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

        

 

 

家庭や地域、職場などのあらゆる場面において、誰もが自分らしく生きることがで
きるよう、情報発信や啓発を通じて固定的な性別役割分担意識の解消と男女共同参画
意識の定着を図ります。 

基本目標１ 男女共同参画意識が浸透した社会づくり 

 

 

政策・方針決定過程や管理的地位につく女性の増加に向け、登用環境の充実を図る
とともに、キャリアアップへの支援体制の整備を進めます。また、特に職業生活にお
ける女性活躍の促進とあわせて、男女が平等に家庭的責任を担うとともにワーク・ラ
イフ・バランスを実現できる環境づくりを進めます。 

基本目標２ 誰もが能力を発揮して輝ける環境づくり 

 

 

全ての人の人権が尊重される社会としていくため、人権尊重に関する啓発やあらゆる
人権侵害を防ぐための取組を進めます。 
また、男女の心身の健康づくりやＬＧＢＴＱ等の多様な性、困難を抱える人等への

支援を推進し、あらゆる市民の自立と共生・参画を助けるための環境整備を進めま
す。 

基本目標３  
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総合目標総合目標総合目標総合目標    

    男女が共に輝き男女が共に輝き男女が共に輝き男女が共に輝き    誰もが幸せを実感できるまち誰もが幸せを実感できるまち誰もが幸せを実感できるまち誰もが幸せを実感できるまち    ふじえだふじえだふじえだふじえだ        

 

基本基本基本基本方針方針方針方針    

基本目標１基本目標１基本目標１基本目標１     １ 

男女共同参画社会の実現に向けた意

識改革の推進 

    

男女共同参画意識が 

浸透した社会づくり 

 
２ 

男女共同参画の視点に立った地域づ

くり 

   

 ３ 

男女共同参画に関する教育・学習機

会の充実 

    

基本目標２基本目標２基本目標２基本目標２     １ 

政策・方針決定過程への女性の参画

拡大 

    

誰もが能力を 

発揮して輝ける 

環境づくり 

【【【【藤枝市藤枝市藤枝市藤枝市女性活躍女性活躍女性活躍女性活躍推進推進推進推進計画計画計画計画】】】】    

 
２ 

働き方改革とワーク・ライフ・バラン

スの促進 

   

 ３ 
男女が共に向き合う家事・育児・介護 

    

基本目標３基本目標３基本目標３基本目標３     １ 

ジェンダーに基づくあらゆる暴力の

根絶及び被害者の支援 

    

誰もが安全・安心・

健康に暮らせる 

まちづくり 

 
２ 

より弱い立場の人が直面する生活上

の困難に対する支援 

   

 
３ 

多様な価値観、人権と性の多様性を

尊重する意識づくり 

   

 ４ 

生涯にわたるこころとからだの健康

づくり 
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●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 
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基本目標基本目標基本目標基本目標１１１１    男女共同参画意識が浸透した社会づくり男女共同参画意識が浸透した社会づくり男女共同参画意識が浸透した社会づくり男女共同参画意識が浸透した社会づくり    

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

１１１１    男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画社会の実現に向けた社会の実現に向けた社会の実現に向けた社会の実現に向けた    

意識改革意識改革意識改革意識改革の推進の推進の推進の推進    

【方針】【方針】【方針】【方針】    

広く男女共同参画社会の必要性を浸透させるとともに、男女共同参画の意識づくりのた
め、学習機会の提供や啓発・情報発信を行います。また、様々な情報発信により、自立し、
尊重し合い、活躍できるまちづくりを進めます。 
さらに、本市における男女共同参画の推進状況を定期的に確認するとともに、より効果

的な施策の実施に向けて国や静岡県、先進的な他自治体の取組に関する情報収集を行いま
す。 

【成果指標】【成果指標】【成果指標】【成果指標】    

指標 現状値（R２） 目標値（R８） 
社会全体を通して男女が平等と感じる人の

割合（市民意識調査）（％） 16.8％ 20.0％ 

 

    ((((１１１１))))男女共同参画のための広報・啓発活動の実施男女共同参画のための広報・啓発活動の実施男女共同参画のための広報・啓発活動の実施男女共同参画のための広報・啓発活動の実施    

01 男女共同参画に関する情報誌の発行や広報ふじえだやホームページ、ＳＮＳ（市の公
式ＬＩＮＥなど）等での情報提供による広報・啓発活動を実施します。 
［男女共同参画・多文化共生課］ 

02 男女共同参画に関するセミナーや講演会等を実施するとともに、国や県、他自治体、
民間団体等とも協力し実施します。 ［男女共同参画・多文化共生課］ 

03 藤枝市男女共同参画推進センターを拠点として、様々な広報・啓発活動を行います。 
［男女共同参画・多文化共生課］ 

04 県男女共同参画センター「あざれあ」図書室や市立図書館等と連携し、男女共同参画
に関する図書等を市民へ提供します。 ［図書課、男女共同参画・多文化共生課］ 

 

    ((((２２２２))))男女共同参画に関する情報収集の実施男女共同参画に関する情報収集の実施男女共同参画に関する情報収集の実施男女共同参画に関する情報収集の実施    

05 男女共同参画の推進状況や意識等を把握するため、定期的に男女共同参画に関する市
民意識調査等を行います。 ［男女共同参画・多文化共生課］ 

06 国や県、他自治体等から出される、国内外の男女共同参画に関する情報を幅広く収集
し施策検討の資料とします。 ［男女共同参画・多文化共生課］     
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２２２２    男女共同参画の視点に立った男女共同参画の視点に立った男女共同参画の視点に立った男女共同参画の視点に立った    

地域づくり地域づくり地域づくり地域づくり    

【方針】【方針】【方針】【方針】    

地域の多様化する課題・ニーズに対応していくためには、様々な視点から課題解決がで
きる多様な人材の確保が必要であることから、地域活動や市民活動において広く男女共同
参画の必要性を浸透させるとともに、活動の意思決定過程に女性が参画できるよう支援を
行います。 
さらに、女性の視点を加えることが特に重視されている分野の一つである防災や災害対

策においても女性のより一層の参画を促進します。 
 

【成果指標】【成果指標】【成果指標】【成果指標】    

指標 現状値（R２） 目標値（R８） 
女性地域防災指導員がいる 
自主防災会の割合（％） 16.8％ 29.2％ 

 

    ((((１１１１))))地域活動の意思決定過程への女性の参画拡大地域活動の意思決定過程への女性の参画拡大地域活動の意思決定過程への女性の参画拡大地域活動の意思決定過程への女性の参画拡大    

07 自治会や町内会において、女性の意見が反映されるよう啓発を行います。 
［協働政策課］ 

08 地域で活動する女性リーダーを養成するための研修会等を実施します。 ［生涯学習課］ 
 

    ((((２２２２))))男女共同参画の推進に取男女共同参画の推進に取男女共同参画の推進に取男女共同参画の推進に取りりりり組む市民活動・団体への支援組む市民活動・団体への支援組む市民活動・団体への支援組む市民活動・団体への支援    

09 男女共同参画の市民活動に対し、費用の助成等必要な支援を行います。 
［男女共同参画・多文化共生課］ 

10 男女共同参画の市民活動を活性化すべく、情報提供や研修会を開催します。 
［男女共同参画・多文化共生課］ 

 

    ((((３３３３))))男女共同参画の視点を反映した防災等への取組支援男女共同参画の視点を反映した防災等への取組支援男女共同参画の視点を反映した防災等への取組支援男女共同参画の視点を反映した防災等への取組支援    

11 女性防災リーダーや女性地域防災指導員の育成を行います。 ［地域防災課］ 
12 「女性の視点をとり入れた避難所運営リーフレット」の普及に努めるとともに、適宜
更新を行います。 ［地域防災課］ 

13 男女共同参画の視点を取り入れた防災訓練及び避難所運営訓練を実施するとともに、
自主防災会主導の訓練を支援します。 ［地域防災課］  
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３３３３    男女共同参画に関する教育・男女共同参画に関する教育・男女共同参画に関する教育・男女共同参画に関する教育・    

学習機会の充実学習機会の充実学習機会の充実学習機会の充実    

【方針】【方針】【方針】【方針】    

市民や次世代を担う子どもたちが固定的な性別役割分担意識にとらわれることなく生き
られるよう、男女共同参画の視点を取り入れた教育・学習を推進します。 
さらに、子ども・若者が性別によって行動や進路選択、生き方の幅を狭めてしまうこと

がないよう、様々な視点を盛り込んだキャリア教育を推進します。 
 

【成果指標】【成果指標】【成果指標】【成果指標】    

指標 現状値（R２） 目標値（R８） 

ふれあい学習事業※の実施回数（回） 19回 22 回 
※ふれあい学習事業・・・小中学生を対象に、性別にとらわれず将来の進路選択ができる

ことや男女共同参画を理解することを目的に実施する授業。 
 

    ((((１１１１))))男女共同参画に関する学習機会の提供男女共同参画に関する学習機会の提供男女共同参画に関する学習機会の提供男女共同参画に関する学習機会の提供    

14 各種講座などを通じて、年代にかかわらず男女共同参画に関する学習機会を提供しま
す。 ［男女共同参画・多文化共生課］ 

 

    ((((２２２２))))学校学校学校学校における男女共同参画に関する学習における男女共同参画に関する学習における男女共同参画に関する学習における男女共同参画に関する学習    

15 初等・中等教育の授業や行事等を通じて、学習機会を提供します。 ［教育政策課］ 
16 高校や大学機関と連携した施策を推進します。 ［男女共同参画・多文化共生課］ 
 

    ((((３３３３))))多様な選択を可能とするキャリア教育の実施多様な選択を可能とするキャリア教育の実施多様な選択を可能とするキャリア教育の実施多様な選択を可能とするキャリア教育の実施    

17 児童・生徒が農林水産業、工業、ＩＴ関係など理系分野も含め、多様な進路選択をする
ことができる取組を行います。 ［男女共同参画・多文化共生課］ 

 

 

 

 

 

 

  

マイジョブ講座の実施 
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基本目標基本目標基本目標基本目標２２２２    誰もが能力を発揮して輝ける環境づくり誰もが能力を発揮して輝ける環境づくり誰もが能力を発揮して輝ける環境づくり誰もが能力を発揮して輝ける環境づくり    

【藤枝市女性活躍推進計画】【藤枝市女性活躍推進計画】【藤枝市女性活躍推進計画】【藤枝市女性活躍推進計画】    

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

１１１１    政策・方針決定過程への女性の政策・方針決定過程への女性の政策・方針決定過程への女性の政策・方針決定過程への女性の    

参画拡大参画拡大参画拡大参画拡大    

【方針】【方針】【方針】【方針】    

市役所全体で、政策・方針決定過程への女性の参画をより一層推進するための機運づく
り、支援体制の整備等を進め、審議会委員や管理職等における女性割合の向上を目指しま
す。 
また、民間企業や各種団体に対し、誰もが働きやすい・活動しやすい環境づくりや女性

活躍に関する情報提供等に取り組み、女性参画の機会拡大を図ります。 
 

【成果指標】【成果指標】【成果指標】【成果指標】    

指標 現状値（R２） 目標値（R８） 

市審議会の女性委員割合（％） 28.5％ 40.0％ 
市内民間企業における女性管理職（課長相

当職以上）の割合（％）※ 19.3％ 25.0％ 

※Ｐ14 に記載の「企業意識調査」による。 
 

    ((((１１１１))))市政や審議会等における女性の参画拡大市政や審議会等における女性の参画拡大市政や審議会等における女性の参画拡大市政や審議会等における女性の参画拡大    

18 市審議会委員等に女性の積極的な登用を行うとともに、全庁的に審議会における男女
比率に関しての意識付けを行います。 ［男女共同参画・多文化共生課、総務課］ 

19 女性人材リストを作成し、審議会等への女性の登用を促進します。 
［男女共同参画・多文化共生課］ 

20 市の施策への女性の意見を反映させるべく、女性を主として組織する会議を開催しま
す。 ［企画政策課］ 

21 市女性職員の管理職の割合を増加させるべく、必要な研修や意識啓発等を行います。 
［人事課、男女共同参画・多文化共生課］ 
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    ((((２２２２))))民間企業民間企業民間企業民間企業・各種団体における女性の参画拡大支援・各種団体における女性の参画拡大支援・各種団体における女性の参画拡大支援・各種団体における女性の参画拡大支援    

22 民間企業や各種団体における女性管理職の登用を進めるため、セミナーの開催等働き
かけを行います。 ［男女共同参画・多文化共生課］ 

23 自己啓発セミナーの実施やロールモデル等の紹介を通じて、女性のキャリア形成や管
理職を目指す意識を高めます。 ［男女共同参画・多文化共生課、産業政策課、商業振興課］ 

24 女性の視点で地域の活性化に繋げる創業支援を行います。 ［創業支援室］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ガールズミーティングの開催 

女性ビジネスアカデミーの開催 女性活躍推進セミナーの実施 

女性管理職セミナーの実施 
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２２２２    働き方改革とワーク・ライフ・働き方改革とワーク・ライフ・働き方改革とワーク・ライフ・働き方改革とワーク・ライフ・    

バランスの促進バランスの促進バランスの促進バランスの促進    

【方針】【方針】【方針】【方針】    

それぞれの働き方、暮らし方を尊重し、子育てや介護などの家庭生活や地域活動等と仕
事を両立しながら働き続けられるよう、企業等に対し、情報提供や支援等を行います。 
また、ＩＣＴ等の先端技術の積極的な活用を促し、職場における柔軟で多様な働き方の
浸透を図ります。 
 

【成果指標】【成果指標】【成果指標】【成果指標】    

指標 現状値（R２） 目標値（R８） 

男女共同参画推進事業所の認定数（社） 35社 45社 
 

    ((((１１１１))))ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた職場づくりへの支援ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた職場づくりへの支援ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた職場づくりへの支援ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた職場づくりへの支援    

25 男女共同参画や女性活躍推進等に積極的に取り組む企業を認定するとともに、これら
の企業にインセンティブ（総合評価落札方式における加点、利子補給の上乗せ等）を
付与します。 
 ［男女共同参画・多文化共生課、産業政策課、契約検査課］ 

26 男性中心型労働慣行（男性正社員を前提とした長時間労働・転勤などを特徴とする働
き方）の変革を促すための情報提供や必要な支援を行います。 
［男女共同参画・多文化共生課］ 

 

    ((((２２２２))))ＩＣＴＩＣＴＩＣＴＩＣＴの活用やテレワークの推進による働き方改革への取組の活用やテレワークの推進による働き方改革への取組の活用やテレワークの推進による働き方改革への取組の活用やテレワークの推進による働き方改革への取組    

27 藤枝版クラウドソーシングを通じた働き方改革を推進します。 ［情報デジタル推進課］ 
28 地元企業等のＩＣＴ活用・デジタル化促進に向けた取組への支援を行います。 

［情報デジタル推進課］ 
29 テレワーク等を推進すべく、必要な情報提供や環境づくりを行います。 

［男女共同参画・多文化共生課］ 
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３３３３    男女が共に向き合う家事・育児・男女が共に向き合う家事・育児・男女が共に向き合う家事・育児・男女が共に向き合う家事・育児・    

介護介護介護介護    

【方針】【方針】【方針】【方針】    

一般的に家事・育児・介護への参画が少ないとされる男性が、積極的に関わっていくた
めの意識づくりや学習機会の提供を進めます。 
また、子育てや介護を行っている市民の負担を軽減し、仕事と両立できるようにするた

め、保育や介護サービスを充実させるなど、支援体制を強化します。 
 

【成果指標】【成果指標】【成果指標】【成果指標】    

指標 現状値（R２） 目標値（R８） 

ふじえだ男性育休安心宣言企業数（社） ― 45社 

保育所等利用待機児童数（人） 0 人 0 人 
 

    ((((１１１１))))男性の家事・育児・介護への参画拡大男性の家事・育児・介護への参画拡大男性の家事・育児・介護への参画拡大男性の家事・育児・介護への参画拡大    

30 男性の家事育児への参画を拡大すべく講座の開催や情報提供を行います。 
［男女共同参画・多文化共生課、児童課、健康推進課］ 

31 男性の育児休業等の取得を推進するため、民間企業等へ働きかけを行います。 
［男女共同参画・多文化共生課］ 

32 家族を介護する人に対し、相談の場の提供や交流の場の開催を行います。 
［地域包括ケア推進課］ 
 

((((２２２２))))家事・育児・介護家事・育児・介護家事・育児・介護家事・育児・介護と仕事を両立させると仕事を両立させると仕事を両立させると仕事を両立させる支援支援支援支援の充実の充実の充実の充実    

33 子育てに係る精神的な負担を軽減するため、きめ細かな相談・援助体制の充実を図り
ます。 ［児童課、子ども家庭課、子ども発達支援センター］ 

34 介護について、地域包括支援センターを中心に相談体制の充実を図ります。 
［地域包括ケア推進課］ 

35 保育園等の必要な保育定員の確保を図るとともに、多様化する保育ニーズに対応し、
子育てと仕事の両立支援を推進します。 ［児童課］ 

36 子育てと仕事の両立支援を図るため、放課後児童の健全な居場所づくりを進めます。 
［児童課］ 

37 介護者の負担軽減のため、本人の状況に応じた適切な各種サービスの利用促進に努め
ます。 ［介護福祉課、地域包括ケア推進課］ 

38 家事負担の軽減のための必要な情報等の提供を行います。 ［男女共同参画・多文化共生課］ 
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基本目標基本目標基本目標基本目標３３３３    誰もが安全・安心・健康に暮らせるまちづくり誰もが安全・安心・健康に暮らせるまちづくり誰もが安全・安心・健康に暮らせるまちづくり誰もが安全・安心・健康に暮らせるまちづくり    

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

１１１１    ジェンダーに基づくあらゆる暴力のジェンダーに基づくあらゆる暴力のジェンダーに基づくあらゆる暴力のジェンダーに基づくあらゆる暴力の    

根絶及び被害者の支援根絶及び被害者の支援根絶及び被害者の支援根絶及び被害者の支援    

【方針】【方針】【方針】【方針】    

重大な人権侵害であるＤＶやあらゆる暴力を許さない社会意識の醸成のため、正しい知
識の普及や啓発活動を推進します。 
また、被害者の早期発見、早期対応のため相談しやすい環境づくりや関係機関と連携し

た被害者に対する適切な支援を進めます。 
 

【成果指標】【成果指標】【成果指標】【成果指標】    

指標 現状値（R２） 目標値（R８） 
ＤＶを直接経験したことがあると 

回答した市民の割合 
（市民意識調査）（％） 

4.8％ 4.8％未満 

 

    ((((１１１１))))ジェンダーに基づく暴力やハラスメント根絶に向けた啓発・対策ジェンダーに基づく暴力やハラスメント根絶に向けた啓発・対策ジェンダーに基づく暴力やハラスメント根絶に向けた啓発・対策ジェンダーに基づく暴力やハラスメント根絶に向けた啓発・対策

の推進の推進の推進の推進    

39 若者に向けたデートＤＶ防止等の啓発を行います。 
［子ども家庭課、健康推進課、教育政策課、男女共同参画・多文化共生課］ 

40 企業におけるハラスメントを防止するため、必要な啓発等を行います。 
［男女共同参画・多文化共生課、産業政策課］ 

41 ＤＶを防止する意識を醸成するため、市民に対する啓発を行います。 
［男女共同参画・多文化共生課、子ども家庭課］ 

 
    ((((２２２２))))ＤＶＤＶＤＶＤＶや虐待などの被害者への支援や虐待などの被害者への支援や虐待などの被害者への支援や虐待などの被害者への支援    

42 ＤＶ、ストーカー、性暴力犯罪等に対する早期発見・早期対応をするための体制を強
化します。 ［子ども家庭課、教育政策課、健康推進課］ 

43 被害者に対し、各種福祉制度や職業紹介、職業訓練等の制度を活用して、被害者の置
かれた状況に応じた支援を行います。 ［子ども家庭課］ 
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    ((((３３３３))))相談体制の充実と関係機関の連携相談体制の充実と関係機関の連携相談体制の充実と関係機関の連携相談体制の充実と関係機関の連携    

44 女性の悩み等に対応する相談窓口を起点に、ＤＶや虐待などの早期発見と早期支援を
行います。 ［子ども家庭課、男女共同参画・多文化共生課、健康推進課］ 

45 警察、国・県の相談機関と連携するとともに、その所在等を広く周知します。 
［子ども家庭課］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

子どもの命を守るための講座の実施 

女性の暴力をなくす運動(パープルライトアップ) 

女性のための相談事業 
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２２２２    より弱い立場の人が直面するより弱い立場の人が直面するより弱い立場の人が直面するより弱い立場の人が直面する    

生活上の困難に対する支援生活上の困難に対する支援生活上の困難に対する支援生活上の困難に対する支援    

【方針】【方針】【方針】【方針】    

ＤＶや虐待を受けている人、病気や障害のある人、及び貧困世帯やヤングケアラー等、
様々な困難を抱えた人々が安心して暮らすことができるよう、人権尊重の視点に立って支
援を行います。 
特に、新型コロナウイルス感染症の影響により、非正規で働く人などの雇用が不安定と

なり、その割合が高い女性やひとり親世帯の生活困窮が危惧されているため、相談支援体
制を充実させます。 
 

【成果指標】【成果指標】【成果指標】【成果指標】    

指標 現状値（R２） 目標値（R８） 
生活困窮者への就労支援による就労者数

（人） 50 人 80 人 
 

    ((((１１１１))))生活上の困難に直面する方への支援生活上の困難に直面する方への支援生活上の困難に直面する方への支援生活上の困難に直面する方への支援    

46 ひとり親家庭に対し、就業相談や情報提供を実施し、生活を支援します。 
［自立支援課、子ども家庭課、産業政策課］ 

47 ひとり親家庭の子どもに対し、教育支援を行います。 
［自立支援課、子ども家庭課、教育政策課］ 

48 コロナ禍における生活上の困難等に対応するため、就労等の支援を行います。 
 ［男女共同参画・多文化共生課、自立支援課］ 

49 女性特有の悩みなどに対応する相談体制を充実させます。 ［男女共同参画・多文化共生課］ 
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３３３３    多様な価値観、人権と性の多様性多様な価値観、人権と性の多様性多様な価値観、人権と性の多様性多様な価値観、人権と性の多様性    

を尊重する意識づくりを尊重する意識づくりを尊重する意識づくりを尊重する意識づくり    

【方針】【方針】【方針】【方針】    

性別や年齢、国籍、文化、障害の有無、価値観等の違いにかかわらず、多様な人材がそ
の能力を最大限発揮できる社会づくりに向けた啓発や情報発信を行います。特に、長年に
わたり人々の中に形成された固定的な性別役割分担意識や性差に関する偏見、無意識の思
い込み（アンコンシャスバイアス）を解消し、固定観念を打破するための取組を進めま
す。 
 

【成果指標】【成果指標】【成果指標】【成果指標】    

指標 現状値（R２） 目標値（R８） 
ＬＧＢＴＱなど性的マイノリティの方々に
とって偏見や差別などの人権侵害により生
活しづらい社会だと思わない人の割合 

（市民意識調査）（％） 
17.2％ 23.0％ 

 

    ((((１１１１))))性的マイノリティや外国人、障害のある方等を含めたダイバー性的マイノリティや外国人、障害のある方等を含めたダイバー性的マイノリティや外国人、障害のある方等を含めたダイバー性的マイノリティや外国人、障害のある方等を含めたダイバー    

シティに関する市民理解の促進シティに関する市民理解の促進シティに関する市民理解の促進シティに関する市民理解の促進    

50 人権や性の多様性等のダイバーシティ＆インクルージョン（お互いの多様性を尊重し
それを包摂し活かしていくこと）、に関する講座や情報提供を行います。 
［生涯学習課、教育政策課、男女共同参画・多文化共生課］ 

51 異なる価値観・文化を理解し、多文化共生社会を実現するため、外国人の方との交流
の場の創出や情報提供を行います。［広域連携課、男女共同参画・多文化共生課］ 

 

    ((((２２２２))))多様な性のあり方を前提とした各種制度の見直し多様な性のあり方を前提とした各種制度の見直し多様な性のあり方を前提とした各種制度の見直し多様な性のあり方を前提とした各種制度の見直し    

52 市職員が多様な性のあり方を理解するため、研修会等の開催や情報提供を行います。
［男女共同参画・多文化共生課、人事課］ 

53 申請書類等における性別記載欄の見直しやパートナーシップ制度の導入を検討します。 
［男女共同参画・多文化共生課］ 

54 ジェンダーに起因する悩みや、性的指向・性自認に関する悩みなどに対応する相談体
制を構築します。 ［男女共同参画・多文化共生課］  
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４４４４    生涯にわたるこころとからだの生涯にわたるこころとからだの生涯にわたるこころとからだの生涯にわたるこころとからだの    

健康づくり健康づくり健康づくり健康づくり    

【方針】【方針】【方針】【方針】    

「リプロダクティブ・ヘルス／ライツ」（性と生殖に関する健康と権利）の視点から、
性や妊娠・出産に関して、女性が自らの意思で選択し健やかに生きるための知識の普及を
進めます。 
また、男女が互いの性差に応じた健康についての理解を深めつつ、生涯にわたり自身の
健康管理を適切に行うことができるよう、健康づくりやスポーツ等に関する取組を推進し
ます。 
 

【成果指標】【成果指標】【成果指標】【成果指標】    

指標 現状値（R２） 目標値（R８） 

健康マイレージ達成者数（人） 3,301 人 6,500 人 

乳がん検診受診率（％） 20.0％ 40.5％ 
 

    ((((１１１１))))女性の性と生殖に関する自己決定権に女性の性と生殖に関する自己決定権に女性の性と生殖に関する自己決定権に女性の性と生殖に関する自己決定権についてのついてのついてのついての教育及び支援教育及び支援教育及び支援教育及び支援    

55 性教育の充実と性感染症に対する予防教育を行います。 
［教育政策課、子ども家庭課、健康推進課、男女共同参画・多文化共生課］ 

56 女性特有の疾患に対し、健康保持に関する支援を行います。 ［健康推進課］ 
 

    ((((２２２２))))妊娠・出産にかかわる健康の保持・増進のための支援妊娠・出産にかかわる健康の保持・増進のための支援妊娠・出産にかかわる健康の保持・増進のための支援妊娠・出産にかかわる健康の保持・増進のための支援    

57 妊娠中から健康相談を行う包括支援を充実させます。 ［健康推進課］ 
58 医療機関と連携し、家庭訪問指導を行います。 ［健康推進課］ 
 

    ((((３３３３))))生涯にわたる健康の保持・増進のための取組生涯にわたる健康の保持・増進のための取組生涯にわたる健康の保持・増進のための取組生涯にわたる健康の保持・増進のための取組    

59 生涯にわたり、健康を維持できるよう、必要な情報提供を行います。 
［健康企画課、健康推進課］ 

60 生涯にわたる健康の維持・増進につながるスポーツ活動の充実と支援を行います。 
［スポーツ振興課、サッカーのまち推進課］ 
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１１１１    計画の普及と啓発計画の普及と啓発計画の普及と啓発計画の普及と啓発    

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

本計画の着実な推進を図るため、総合目標である「男女が共に輝き 誰もが幸せを実感で
きるまち ふじえだ」や基本目標などが市民や事業者、市民団体等に幅広く理解されるよう、
広報紙やホームページ、ＳＮＳなど、多様な媒体を活用しながら、内容の周知に努めます。 
また、本計画に位置付けた各種取組の効果を波及させるためには、市民や事業者、市民団

体等との協働が必要不可欠であるため、適切な情報の収集を図り、市民ニーズの把握と取組
への反映に努めます。 
 

 

２２２２    推進体制の整備推進体制の整備推進体制の整備推進体制の整備    

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

（１）藤枝市男女共同参画会議（１）藤枝市男女共同参画会議（１）藤枝市男女共同参画会議（１）藤枝市男女共同参画会議    

本市の男女共同参画社会実現に向けた取組を円滑に推進するため、藤枝市男女共同参画推
進条例第 17 条に基づき、「藤枝市男女共同参画会議」を設置します。有識者や市民代表等の
多様な視点を盛り込んだ施策・事業の推進を図ります。 
 

（（（（２２２２）庁内の推進体制）庁内の推進体制）庁内の推進体制）庁内の推進体制    

男女共同参画の視点は行政が行う取組に幅広く関わりがあるため、全ての職員が男女共同
参画の視点を持って施策を推進するという共通認識を持つことが重要です。そのため、職員
に対し男女共同参画の視点を浸透させるとともに、関係各課が連携を図り、横断的に取組を
進めます。 
 

（（（（３３３３）国、県等関係機関との連携）国、県等関係機関との連携）国、県等関係機関との連携）国、県等関係機関との連携    

本計画の計画期間中の男女共同参画行政に関する国、県の動向を注視しながら、取組を推
進します。また、本市のみでは対応できない課題等については、国や県のみならず、近隣市
町との情報共有や連携による解決を検討します。 
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（（（（４４４４））））男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画推進推進推進推進センターの機能充実・強化センターの機能充実・強化センターの機能充実・強化センターの機能充実・強化    

藤枝市男女共同参画推進センターは、藤枝市男女共同参画推進条例第 12 条で「市は、藤枝
市男女共同参画推進センターを男女共同参画に関する市民の活動拠点とし、男女共同参画社
会づくりの推進に向けた市民活動を支援する。」と定められ、設置されています。 
今後も市民の活動拠点として適切な運営を図るとともに、その機能が十分に発揮できるよ

うなセンターの在り方・運営方法について検討し、機能充実強化に努めます。 
 ■男女共同参画推進センターの役割 

・市民、行政等との協働による男女共同参画に関する事業の企画や実施 
・男女共同参画に関する情報の収集と提供 
・市民団体・グループ等自主的活動への支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

藤枝市男⼥共同参画会議 
(男⼥共同参画推進条例第 17 条により設置) 

【藤枝市】 
 

庁内関係各課 
 

 

男⼥共同参画・多⽂化共⽣課 
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３３３３    計画の進行管理と評価・公表計画の進行管理と評価・公表計画の進行管理と評価・公表計画の進行管理と評価・公表    

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

（１）毎年度の進捗状況の確認（１）毎年度の進捗状況の確認（１）毎年度の進捗状況の確認（１）毎年度の進捗状況の確認    

本計画に位置付けた取組は、毎年度、担当課が推進状況や課題等を整理してＰＤＣＡサイ
クルの視点から自己評価を行い、その結果を事務局である男女共同参画・多文化共生課が取
りまとめ、「藤枝市男女共同参画会議」において推進状況の確認・評価を行います。 
また、その結果を広く市民などに公表するとともに、必要に応じて改善を図り、次年度以
降の取組の展開に反映させながら、よりよい事業の推進に努めます。 
 

（２）（２）（２）（２）成果成果成果成果指標指標指標指標の評価・検証の評価・検証の評価・検証の評価・検証    

「成果指標」の評価・検証は、指標の一部が市民意識調査等から導き出されるため、本計
画の最終年度（または最終年度の前年度）に行います。その評価結果は、社会的背景や市の
施策等の影響を鑑みて検証を行い、次期計画におけるより効果的な施策・事業への反映に努
めます。 
 
  

男女共同参画会議の開催 



53 

■成果指標一覧 

基本目標 指標 現状値（Ｒ２） 目標値（Ｒ８） 

１ 
社会全体を通して 

男女が平等と感じる人の割合※１ 16.8％ 20.0％ 

１ 女性地域防災指導員がいる自主防災会の割合 16.8％ 29.2％ 

１ ふれあい学習事業の実施回数 19 回 22 回 

２ 市審議会の女性委員割合 28.5％ 40.0％ 

２ 
市内民間企業における女性管理職の割合 

（課長相当職以上）※１ 19.3％ 25.0％ 

２ 男女共同参画推進事業所の認定数 35 社 45 社 

２ ふじえだ男性育休安心宣言企業数 ― 45 社 

２ 保育所等利用待機児童数 ０人 ０人 

３ 
ＤＶを直接経験したことがあると 

回答した市民の割合※１ 4.8％ 4.8％未満 

３ 生活困窮者への就労支援による就労者数 50 人 80 人 

３ 
ＬＧＢＴＱなど性的マイノリティの方々にとって 

偏見や差別などの人権侵害により 
生活しづらい社会だと思わない人の割合※１ 

17.2％ 23.0％ 

３ 健康マイレージ達成者数 3,301 人 6,500 人 

３ 乳がん検診受診率※２ 20.0％ 40.5％ 
※１ 男女共同参画に関する市民意識等調査による。 
※２ 国の基本計画における受診率の算定基準が変更となったため、前回計画の目標値と異なる。 
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１１１１    計画策定の経過計画策定の経過計画策定の経過計画策定の経過    

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

 

年 月日 内容 
令和２（2020）年 8月6日から 

9月11日まで 
藤枝市男女共同参画に関する市民意識調査・企業意識調
査の実施 

 
令和３（2021）年 

12月18日から 
１月３日まで 

藤枝市男女共同参画に関する企業ヒアリング（シートに
よる調査）の実施 

 ２月 藤枝市男女共同参画第３次行動計画に関する庁内調査の
実施 

 ２月22日 令和２年度 第３回藤枝市男女共同参画会議の開催 
 ５月12日 令和３年度 第１回庁内策定委員会作業部会の開催 
 ５月18日 令和３年度 第１回藤枝市男女共同参画会議の開催 
 ８月６日 令和３年度 第２回庁内策定委員会作業部会の開催 
 ８月20日 令和３年度 第３回藤枝市男女共同参画会議の開催 
 10月５日 令和３年度 第３回庁内策定委員会の開催 
 10月25日 令和３年度 第４回藤枝市男女共同参画会議の開催 
 11月15日 令和３年度 藤枝市行政経営会議の開催 
 

令和４（2022）年 
12月24日から 
１月25日まで パブリックコメントの実施 

 ２月25日 令和３年度 第５回藤枝市男女共同参画会議の開催 

（注）第２回藤枝市男女共同参画会議では、計画に関しての審議事項無のため掲載せず 
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２２２２    藤枝市男女共同参画会議藤枝市男女共同参画会議藤枝市男女共同参画会議藤枝市男女共同参画会議委員名簿委員名簿委員名簿委員名簿    

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 
 

（任期：令和２年４月１日から令和４年３月 31日まで） 
氏名 所属団体等 備考 

松永

ま つなが

 由

ゆ

弥子

み こ

 静岡産業大学教授 会長 

小 泉

こ い ず み

 孝 之

た か ゆ き

 特定社会保険労務士 副会長 

青 島

あ お し ま

 良 夫

よ し お

 市民公募  

秋 山

あ き や ま

 和 久

か ず ひ さ

 藤枝市自治会連合会  

浅 井

あ さ い

 好 美

よ し み

 

藤枝市教育委員会 

～Ｒ３.９ 

永

なが

田

た

 奈

な

央

お

美

み

 Ｒ３.10～ 

池 谷

い け が や

 照 代

て る よ

 藤枝市男女共同参画「ぱりて」会議  

大塚

おおつか

 貴

き

久

く

江

え

 

藤枝市保健委員会 

～Ｒ３.３ 

前 田

ま え だ

 い づ み 
Ｒ３.４～ 

岡 野

お か の

 義 子

よ し こ

 藤枝市保育協会  

熊切

く ま き り

 多加乃

た か の

 藤枝商工会議所女性会  

高�

た か よ し

 由 美 子

ゆ み こ

 

藤枝市地域包括支援センター 

医療法人社団聖稜会 

 

西 澤

に し ざ わ

 義 人

よ し と

 
藤枝市民生委員・児童委員協議会  

増 田

ま す だ

 康 之

や す ゆ き

 

藤枝青年会議所 

～Ｒ２.12 

八 木

や ぎ

 陽

よ う

平

へ い

 Ｒ ３ .１ ～ Ｒ ３ . 1 2 

渡 邊

わ た な べ

 裕 之

ひ ろ ゆ き

 Ｒ４.１～ 

松林

まつばやし

 三樹夫

み き お

 松林カウンセリングルーム  

森下

も り し た

 比佐

ひ さ

美

み

 藤枝市国際友好協会  

吉 田

よ し だ

 令 子

れ い こ

 市民公募  
50 音順 敬称略(会長、副会長除く) 
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３３３３    男女共同参画関連年表男女共同参画関連年表男女共同参画関連年表男女共同参画関連年表    

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 
 

和暦（西暦） 世界 日本 静岡県 藤枝市 
S50 

（1975） ●国際婦人年世界会議（メキ
シコシティ） 

●「世界行動計画」採択 

●総理府に「婦人問題企画推
進本部」設置 

●総理府婦人問題担当室設置 

  

S51 
（1976） ●「国際婦人の十年」始まる 

●ILO 事務局に婦人労働問題
担当室設置 

   

S52 
（1977） 

 ●「国内行動計画」策定 
●「国内行動計画前期重点目
標」発表 

●国立婦人教育会館開館 

●労働部労働福祉課に「婦人
問題担当窓口」設置 

●「婦人問題懇話会」設置 

 

H5 
（1993） ●「世界人権会議」開催（ウ

ィーン） 
●国連「女性に対する暴力の
撤廃に関する宣言」採択 

●「パートタイム労働法」公
布・施行 

●静岡県女性総合センター
あざれあ開館 

 

H6 
（1994） ●第 4回世界女性会議のため

のエスカップ地域準備会
議（ジャカルタ） 

●「ジャカルタ宣言」（地域行
動計画を含む）採択 

●総理府に「男女共同参画
室」設置 

●「男女共同参画審議会」設
置 

●「男女共同参画推進本部」
設置 

●婦人課を「女性政策課」、就
業婦人室を「就業女性室」
に改称 

●婦人問題推進会議を「女性
問題推進会議」に改組 

●教育委員会社会教育課「女
性行政担当係」設置 

●女性団体の連合体として
「ふじえだ女性の会」発足 

H7 
（1995） ●「第 4回世界女性会議」開

催（北京）、「北京宣言」及
び「行動綱領」採択 

●「育児・介護休業法」公布・
施行 

  

H8 
（1996） 

 ●「男女共同参画2000 年プラ
ン」策定 

●男女共同参画推進連携会
議（えがりてネットワー
ク）発足 

●「男女が共に創るしずおか
プラン」策定 

●女性問題推進会議を「男女
が共に創るしずおか推進
懇話会」に改組 

●「藤枝市女性行政推進会
議」発足 

●「藤枝市男女共同参画市民
懇話会」発足 

H9 
（1997） 

 ●「男女共同参画審議会設置
法」公布・施行 

●「男女雇用機会均等法」「労
働基準法」「育児・介護休業
法」一部改正 

●「男女が共に創るしずおか
プラン推進計画（アクショ
ンプログラム）」策定 

●｢男女が共に創るしずおか
議員連盟｣発足 

 

H10 
（1998） 

 ●男女共同参画審議会｢男女
共同参画社会基本法－男
女共同参画社会を形成す
るための基礎的条件づく
り－｣答申 

 ●「藤枝市男女共同参画プラ
ン」策定 

●総務部企画調整課「女性政
策担当」設置 

●「藤枝市男女共同参画プラ
ン推進会議」発足 

H11 
（1999） 

 ●「男女共同参画社会基本
法」公布・施行 

●女性政策課を「生活・文化
部女性政策室」、就業女性
室を「就業支援総室就業支
援室」に改編 

●「ふじのくに・男女共同参
画の日」制定 

 

H12 
（2000） ●「女性 2000 年会議」開催

（国連特別総会）（ニュー
ヨーク）、「政治宣言」及び
「成果文書」採択 

●「男女共同参画基本計画」
策定 

●ストーカー行為等の規制
等に関する法律（ストーカ
ー規制法）公布、施行 

●「男女が共に創るしずおか
プラン第2次アクションプ
ログラム」策定 

●女性政策室を「男女共同参
画室」に改称 

●「男女共同参画推進モデル
地区事業」開始 

H13 
（2001） 

 ●「男女共同参画局」及び「男
女共同参画会議」設置（内
閣府） 

●「配偶者からの暴力の防止
及び被害者の保護に関す

●「静岡県男女共同参画推進
条例」公布・施行 

●男女共同参画に関する苦
情相談窓口を設置 

●「静岡県男女共同参画会

●教育委員会「男女共同参画
推進室」設置 

●情報誌「よぉーいどん」発
行 
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和暦（西暦） 世界 日本 静岡県 藤枝市 
る法律」（DV防止法）公布・
施行 

議」設置 

H14 
（2002） 

  ●配偶者暴力相談支援セン
ターを静岡県女性相談セ
ンターに設置 

●企画財政部「男女共同参画
課」設置 

●男女共同参画推進センタ
ー「ぱりて」開設 

●「女性相談」開始 
H15 

（2003） 
 ●「次世代育成支援対策推進

法」公布・施行 
●「少子化社会対策基本法」
公布・施行 

●「静岡県男女共同参画基本
計画」“ハーモニックしず
おか 2010”策定 

●静岡県女性総合センター
を「静岡県男女共同参画セ
ンター」に改称 

●「しずおか男女共同参画推
進会議」設立 

●「藤枝市男女共同参画・後
期行動プラン“ジャンプ
21”」策定 

●「ふじえた女性の会」が「ぱ
りて」に移行 

H16 
（2004） 

 ●「DV防止法」改正・施行 
●「育児・介護休業法」改正・
施行 

●｢静岡県男女共同参画白
書」の発行（以後、毎年発
行） 

●「優良モデル企業表彰審査
委員会」設置 

●ぱりての先駆活動が県知
事褒章受賞 

H17 
（2005） ●第 49 回国連婦人の地位委

員会「北京＋10」開催（ニ
ューヨーク） 

●「第 2次男女共同参画基本
計画」策定 

 ●第 1回優良企業市長褒章授
与 

●企業への啓発資料「ひとい
きいき」を発行 

●情報誌「RUN/らんらん」に
改名（旧よぉーいどん） 

H18 
（2006） 

 ●「男女雇用機会均等法」改
正 

●男女共同参画推進本部｢国
の審議会等における女性
委員の登用の促進につい
て｣決定 

 
 

●市民部「男女共同参画課」
設置 

●第 2回優良企業市長褒章授
与 

H19 
（2007） 

 ●「DV防止法」改正 
●「パートタイム労働法」改
正 

●「仕事と生活の調和（ワー
ク・ライフ・バランス）憲
章」及び「仕事と生活の調
和推進のための行動指針」
策定 

●「静岡県男女共同参画基本
計画“ハーモニックしず
おか 2010”後期実践プラ
ン」の策定 

●「男女共同参画社会づくり
宣言」推進事業開始 

●第 3回優良企業市長褒章授
与 

●「男女共同参画推進条例」
制定 

H20 
（2008） 

 ●「配偶者からの暴力の防止
及び被害者の保護のため
の施策に関する基本的な
方針」改定 

●「次世代育成支援対策推進
法」改正 

 ●「男女共同参画第 2次行動
計画」策定 

●「男女共同参画会議」設置 
●「男女共同参画苦情・相談
処理検討委員会」設置 

●「男女共同参画管理職研
修」開始 

●「男女共同参画推進モデル
企業認定事業」開始 

H21 
（2009） 

 ●「育児・介護休業法」改正  ●旧藤枝市と旧岡部町が合
併 

●男女共同参画推進センタ
ー「ぱりて」リニューアル
オープン 

●「ふれあい出前講座」開始 
●「多文化共生担当」設置 

H22 
（2010） ●第 54 回国連婦人の地位委

員会「北京＋15」開催（ニ
ューヨーク） 

●「第 3次男女共同参画基本
計画」策定 

●｢仕事と生活の調和憲章｣
及び｢仕事と生活の調和推
進のための行動指針｣改定 

●「第 2次静岡県男女共同参
画基本計画」の策定 

 

●「参画アップニュース」発
行開始 

H23 
（2011） ●UNWomen（ジェンダー平等

と女性のエンパワーメン
 ●「施策の展開方針」を策定 ●「男女共同参画推進事業所

認定事業」開始 
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和暦（西暦） 世界 日本 静岡県 藤枝市 
トのための国連機関）正式
発足 

●「パパママ講座」開始 

H24 
（2012） ●第 56 回国連婦人の地位委

員会「自然災害におけるジ
ェンダー平等と女性のエ
ンパワーメント」決議案採
択 

●「女性の活躍促進による経
済活性化行動計画」策定 

●男女共同参画ポータルサ
イト「あざれあナビ」運用
開始 

●「ふじのくに男女共同参画
防災ネットワーク会議」設
置 

●「男女共同参画地区推進員
事業」開始 

H25 
（2013） 

 ●「DV防止法」改正 
●｢ストーカー規制法｣改正 

●「男女共同参画の視点から
の防災手引書（本冊）・ダイ
ジェスト版」発行 

●「第 2次静岡県男女共同参
画基本計画・第２期実践計
画」の策定 

●「小学生マイジョブ講座」
開始 

H26 
（2014） ●第 58 回国連婦人の地位委

員会「自然災害におけるジ
ェンダー平等と女性のエ
ンパワーメント」決議案採
択 

●｢男女雇用機会均等法｣改
正 

 ●「DV防止基本計画」策定 

H27 
（2015） ●第 59 回国連婦人の地位委

員会「北京＋20」開催（ニ
ューヨーク） 

●「持続可能な開発のための
2030 アジェンダ（SDGs）」
採択（国連サミット） 

●「女性活躍推進法」公布・
一部施行 

●「第４次男女共同参画基本
計画」策定 

●「ふじのくに輝く女性人財
データバンク」の構築 

●「しずおか女性活躍先進企
業サミット」の開催 

●「ふじのくに女性活躍応援
会議」の発足 

●「ふじえだ女性活躍推進フ
ォーラム」開催 

● 産業振興部「創業支援室」
設置 

H28 
（2016） 

 ●「女性の活躍推進のための
開発戦略」策定 

●「育児・介護休業法」及び
「男女雇用機会均等法」等
の改正 

●「SDGs推進本部」設置及び
「SDGs 実施指針」策定 

●「ふじのくに女性活躍応援
会議ホームページ」の構築 

●「静岡県の女性の職業生活
における活躍の推進に関
する計画」の策定 

●「少子化対策担当」設置 
● 結婚・子育て情報交換サ
イト「ふじえーる」開設 

● 「女性活躍推進法に基づ
く特定事業主行動計画」策
定 

H29 
（2017） 

 ●「育児・介護休業法」改正・
施行 

●「第 2次静岡県男女共同参
画基本計画・第 3期実践計
画」の策定 

 

H30 
（2018） 

 ●「政治分野における男女共
同参画の推進に関する法
律」公布・施行 

 

 ●「女性活躍推進企業フォー
ラム」開催  

●「男女共同参画第 3次行動
計画」策定 

●産学官合同での「イクボス
宣言」実施 

H31・R１ 
（2019） 

 ●「女性活躍推進法」の一部
改正 

●「育児・介護休業法」｢男女
雇用機会均等法｣「DV 防止
法」の一部改正 

●「SDGs 実施指針」改定 

  

R2 
（2020） 

 ●「第５次男女共同参画基本
計画」策定 

 

●男女共同参画課において
「性の多様性への県民理
解の促進」に関することを
新たに所管 

●「第 3次静岡県男女共同参
画基本計画」の策定 

●男女共同参画課を「男女共
同参画・多文化共生課」に
改編 

 

R3 
（2021） 

   ●「男女共同参画第 4次行動
計画」策定 
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４４４４    関連法令等関連法令等関連法令等関連法令等    

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

（１）藤枝市男女共同参画推進条例（１）藤枝市男女共同参画推進条例（１）藤枝市男女共同参画推進条例（１）藤枝市男女共同参画推進条例    

平成 19年 12 月 21 日 

条例第 30 号 

 

前文前文前文前文    

私たちのまち藤枝市は、温暖な気候と緑豊かな美

しい自然に恵まれ、夢と活力ある文化の都市の実現に

向けて発展を続けている。このまちで、だれもが等し

く人権を尊重され、共に責任を分かち合い、生き生き

と暮らすことが私たちの願いである。 

自らの意思によって社会のあらゆる分野における

活動に参画し、それぞれの個性と能力を発揮する機会

が保障されることは、一人一人のかけがえのない人生

を築くための基盤である。多様な生き方が選択できる

ことにより、男性にも女性にも、より充実した質の高

い生活への扉が開かれることとなる。 

本市は、これまでに男女共同参画プランのもと、

市民の活動拠点として藤枝市男女共同参画推進センタ

ーを開設し、市民との協働で男女共同参画推進モデル

地区事業などを実施してきた。 

しかしながら、今もなお多くの分野において、課

題が存在している。 

そこで、今後も更に男女共同参画意識が深く根づ

く事業を展開し、男女が共に生き共に輝くまちづくり

を推進するため、この条例を制定する。 

    

第第第第 1111 章章章章    総則総則総則総則    

(目的) 

第 1 条 男女共同参画の推進について基本理念及び市

の基本的施策を定め、市、市民、事業者及び市民

団体の責務を明らかにするとともに、男女が共に

生き生きと暮らせる社会を実現することを目的と

する。 

(定義) 

第 2 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の

意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員

として、自らの意思によって社会のあらゆる分

野における活動に参画する機会が確保され、も

って男女が均等に政治的、経済的、社会的及び

文化的利益を享受することができ、かつ、共に

責任を担うこと。 

(2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る

男女間の格差を改善するため必要な範囲内にお

いて、男女のいずれか一方に対し、当該機会を

積極的に提供すること。 

(3) セクシュアル・ハラスメント 性的な言動に

より相手方を不快にさせ、若しくはその者の生

活環境を害し、又は性的な言動に対する相手方

の対応によりその者に不利益を与えること。 

(4) ドメスティック・バイオレンス 配偶者等か

らの身体に対する暴力及びそれに準ずる心身に

有害な影響を及ぼす言動をいう。 

(5) 市民 市内に居住、通学、通勤し、又は市内

で活動するすべての者をいう。 

(6) 事業者 個人又は法人にかかわらず、市内に

おいて事業を行うすべての者をいう。 

(7) 市民団体 地域社会において住民の福祉の向

上のための活動を行う団体をいう。 

(基本理念) 

第 3 条 男女共同参画は、次に掲げる基本理念にのっ

とり、市、市民、事業者及び市民団体が協力して

推進されなければならない。 

(1) 男女の人権の尊重 男女がお互いの人権を尊

重し合い、一人一人が持っている個性や能力を

発揮する機会が確保されること。 

(2) 社会における制度及び慣行についての配慮 

性別による固定的な役割分担意識に基づく社会

における制度又は慣行を見直し、男女が社会活

動において自由な選択ができること。 

(3) 政策等の立案及び決定への参画 男女が社会

の対等な構成員として、あらゆる分野において

政策等の立案及び決定等に共に参画する機会が

確保されること。 

(4) 家庭生活と社会活動の両立 男女が互いに協

力し、子の養育、家族の介護その他の家庭生活

における活動と職場、学校、地域その他の社会

生活における活動とが両立できること。 

(5) 性の尊重と生涯にわたる健康の確保 男女

が、互いの性について理解を深め、尊重し合う

とともに生涯にわたる心身の健康が配慮される

こと。 

(6) 国際協調 男女共同参画の推進は、国際社会

と密接な関係を有していることから、国際的な

理解及び協調の下に行われること。 

(市の責務) 

第 4 条 市の施策に関し、男女共同参画の視点に立っ

て実施するとともに、市民、事業者及び市民団体
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と協力して男女共同参画の推進に関する施策(積極

的改善措置を含む。)を実施する責務を有する。 

2 国、県及びその他の自治体と連携や協力を図ると

ともに、市民、事業者及び市民団体が行う男女共

同参画推進のための活動を支援して、地域に根づ

く男女共同参画の推進に努めるものとする。 

3 男女共同参画推進施策を進めるための必要な体制

を整備するとともに、財政上の措置を講ずるよう

努めるものとする。 

4 外国との交流の場においても、男女共同参画の推

進のために、相互の理解と協調を図るよう努める

ものとする。 

(市民の責務) 

第 5条 男女共同参画に関する理解を深めるととも

に、家庭、地域、学校、職場その他の社会のあら

ゆる分野において、男女共同参画を推進するよう

努めなければならない。 

2 市が実施する男女共同参画推進施策に協力するよ

う努めなければならない。 

(事業者の責務) 

第 6条 積極的改善措置を講ずるなど男女共同参画の

推進に努めなければならない。 

2 就労者の職業生活と家庭生活その他の生活との両

立を支援するため、職場環境を整備するよう努め

なければならない。 

3 市が実施する男女共同参画推進施策に協力するよ

う努めなければならない。 

(市民団体の責務) 

第 7条 男女共同参画の推進に努めるとともに、方針

の決定、計画の立案等において、男女が共に参画

する機会を確保するよう努めなければならない。 

(教育の場における男女共同参画への配慮) 

第 8条 何人も、家庭、学校、職場その他の社会のあ

らゆる教育の場において、男女共同参画の基本理

念に配慮するよう努めなければならない。 

(性別による権利侵害の禁止) 

第 9 条 何人も、あらゆる場において、性別による差

別的取扱いをしてはならない。 

2 何人も、セクシュアル・ハラスメント及び男女間

における身体的又は精神的な苦痛を与える行為を

行ってはならない。 

(公衆に表示する情報の表現に関する配慮) 

第 10 条 何人も、公衆に表示する情報において、性

別による差別、セクシュアル・ハラスメント又は

ドメスティック・バイオレンスを助長し、又は連

想させる表現を行わないよう配慮しなければなら

ない。 

 

第第第第 2222 章章章章    基本的施策基本的施策基本的施策基本的施策    

(行動計画) 

第 11 条 市長は、男女共同参画推進施策を総合的か

つ計画的に実施するため、男女共同参画の推進の

ための行動計画(以下「行動計画」という。)を策

定する。 

2 市長は、行動計画を策定するに当たっては、藤枝

市男女共同参画会議の意見を聴くとともに、市民

の意見を反映するよう努める。 

3 市長は、行動計画を策定したときは、速やかにこ

れを公表する。 

(拠点施設) 

第 12 条 市は、藤枝市男女共同参画推進センターを

男女共同参画に関する市民の活動拠点とし、男女

共同参画社会づくりの推進に向けた市民活動を支

援する。 

(年次報告) 

第 13 条 市長は、毎年、男女共同参画推進施策の実

施状況について取りまとめ、これを公表する。 

(調査研究) 

第 14 条 市は、男女共同参画の推進に必要な調査研

究を行うとともに、その成果を公表する。 

(情報提供及び広報活動) 

第 15条 市は、男女共同参画の推進について、市

民、事業者及び市民団体の理解を深めるため、あ

らゆる機会を通じて情報提供及び広報活動を行う

よう努めるものとする。 

(苦情及び相談への対応) 

第 16条 市は、男女共同参画社会づくりの推進にか

かわる問題についての苦情又は相談を受けたとき

は、関係機関と連携を図りながら適切に対応する

よう努めるものとする。 

 

第第第第 3333 章章章章    男女共同参画会議男女共同参画会議男女共同参画会議男女共同参画会議    

(設置) 

第 17条 男女共同参画を円滑に推進するため、藤枝

市男女共同参画会議(以下「会議」という。)を置

く。 

(所掌事務) 

第 18条 会議は、行動計画に関する事項その他男女

共同参画社会づくりの推進に関する必要な事項に

ついて協議する。 

2 会議は、男女共同参画の推進に関する事項につい

て、市長に意見を述べることができる。 

(組織) 

第 19 条 会議は、市長が委嘱する委員 15人以内をも

って組織し、男女のいずれか一方の委員の数は、

委員の総数の 10 分の 4未満であってはならない。 

2 委員の任期は 2年とする。ただし、補欠の委員の

任期は、前任者の残任期間とする。 

3 委員は、再任されることができる。 

(委任) 

第 20 条 この章に規定するもののほか、会議の組織

及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

第 4章 雑則 

(委任) 

第 21 条 この条例に定めるもののほか、この条例の

施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この条例は、平成 20年 4月 1日から施行する。 
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（２）男女共同参画社会基本法（２）男女共同参画社会基本法（２）男女共同参画社会基本法（２）男女共同参画社会基本法    

平成十一年六月二十三日法律第七十八号 

改正 平成十一年 七月 十六日法律第 百二号 

同 十一年十二月二十二日同 第百六十号 

 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の

下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々な

取組が、国際社会における取組とも連動しつつ、着実

に進められてきたが、なお一層の努力が必要とされて

いる。 

一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等

我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応していく上

で、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分か

ち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分

に発揮することができる男女共同参画社会の実現は、

緊要な課題となっている。 

このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実

現を二十一世紀の我が国社会を決定する最重要課題と

位置付け、社会のあらゆる分野において、男女共同参

画社会の形成の促進に関する施策の推進を図っていく

ことが重要である。 

ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理

念を明らかにしてその方向を示し、将来に向かって国、

地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関

する取組を総合的かつ計画的に推進するため、この法

律を制定する。 

 

第一章第一章第一章第一章    総則総則総則総則    

（目的） 

第一条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、

社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社

会を実現することの緊要性にかんがみ、男女共同参

画社会の形成に関し、基本理念を定め、並びに国、

地方公共団体及び国民の責務を明らかにするととも

に、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の

基本となる事項を定めることにより、男女共同参画

社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目

的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の

意義は、当該各号に定めるところによる。 

一 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等

な構成員として、自らの意思によって社会のあら

ゆる分野における活動に参画する機会が確保さ

れ、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的

及び文化的利益を享受することができ、かつ、共

に責任を担うべき社会を形成することをいう。 

二 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男

女間の格差を改善するため必要な範囲内におい

て、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極

的に提供することをいう。 

（男女の人権の尊重） 

第三条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人とし

ての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差

別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力

を発揮する機会が確保されることその他の男女の人

権が尊重されることを旨として、行われなければな

らない。 

（社会における制度又は慣行についての配慮） 

第四条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会

における制度又は慣行が、性別による固定的な役割

分担等を反映して、男女の社会における活動の選択

に対して中立でない影響を及ぼすことにより、男女

共同参画社会の形成を阻害する要因となるおそれが

あることにかんがみ、社会における制度又は慣行が

男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響

をできる限り中立なものとするように配慮されなけ

ればならない。 

（政策等の立案及び決定への共同参画） 

第五条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の

対等な構成員として、国若しくは地方公共団体にお

ける政策又は民間の団体における方針の立案及び決

定に共同して参画する機会が確保されることを旨と

して、行われなければならない。 

（家庭生活における活動と他の活動の両立） 

第六条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する

男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、

家族の介護その他の家庭生活における活動について

家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、当

該活動以外の活動を行うことができるようにするこ

とを旨として、行われなければならない。 

（国際的協調） 

第七条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会に

おける取組と密接な関係を有していることにかんが

み、男女共同参画社会の形成は、国際的協調の下に

行われなければならない。 

（国の責務） 

第八条 国は、第三条から前条までに定める男女共同

参画社会の形成についての基本理念（以下「基本理

念」という。）にのっとり、男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策（積極的改善措置を含む。以下

同じ。）を総合的に策定し、及び実施する責務を有す

る。 

（地方公共団体の責務） 

第九条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女

共同参画社会の形成の促進に関し、国の施策に準じ

た施策及びその他のその地方公共団体の区域の特性

に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

（国民の責務） 
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第十条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社

会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、

男女共同参画社会の形成に寄与するように努めなけ

ればならない。 

（法制上の措置等） 

第十一条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に

関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上

の措置その他の措置を講じなければならない。 

（年次報告等） 

第十二条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会

の形成の状況及び政府が講じた男女共同参画社会の

形成の促進に関する施策についての報告を提出しな

ければならない。 

2 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社

会の形成の状況を考慮して講じようとする男女

共同参画社会の形成の促進に関する施策を明ら

かにした文書を作成し、これを国会に提出しなけ

ればならない。 

    

第二章第二章第二章第二章    男女共同参画社会の形成の促進に関する基男女共同参画社会の形成の促進に関する基男女共同参画社会の形成の促進に関する基男女共同参画社会の形成の促進に関する基

本的施策本的施策本的施策本的施策    

（男女共同参画基本計画） 

第十三条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に

関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、

男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計

画（以下「男女共同参画基本計画」という。）を定め

なければならない。 

2 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項につ

いて定めるものとする。 

一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の

形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的に

推進するために必要な事項 

3 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴

いて、男女共同参画基本計画の案を作成し、閣議

の決定を求めなければならない。 

4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定

があったときは、遅滞なく、男女共同参画基本計

画を公表しなければならない。 

5 前二項の規定は、男女共同参画基本計画の変更

について準用する。 

（都道府県男女共同参画計画等） 

第十四条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案

して、当該都道府県の区域における男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策についての基本的な計

画（以下「都道府県男女共同参画計画」という。）を

定めなければならない。 

2 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項

について定めるものとする。 

一 都道府県の区域において総合的かつ長期的に

講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域にお

ける男女共同参画社会の形成の促進に関する施

策を総合的かつ計画的に推進するために必要な

事項 

3 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県

男女共同参画計画を勘案して、当該市町村の区域

における男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策についての基本的な計画（以下「市町村男

女共同参画計画」という。）を定めるように努めな

ければならない。 

4 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画

計画又は市町村男女共同参画計画を定め、又は変

更したときは、遅滞なく、これを公表しなければ

ならない。 

（施策の策定等に当たっての配慮） 

第十五条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会

の形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、

及び実施するに当たっては、男女共同参画社会の形

成に配慮しなければならない。 

（国民の理解を深めるための措置） 

第十六条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じ

て、基本理念に関する国民の理解を深めるよう適切

な措置を講じなければならない。 

（苦情の処理等） 

第十七条 国は、政府が実施する男女共同参画社会の

形成の促進に関する施策又は男女共同参画社会の形

成に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情

の処理のために必要な措置及び性別による差別的取

扱いその他の男女共同参画社会の形成を阻害する要

因によって人権が侵害された場合における被害者の

救済を図るために必要な措置を講じなければならな

い。 

（調査研究） 

第十八条 国は、社会における制度又は慣行が男女共

同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研究そ

の他の男女共同参画社会の形成の促進に関する施策

の策定に必要な調査研究を推進するように努めるも

のとする。 

（国際的協調のための措置） 

第十九条 国は、男女共同参画社会の形成を国際的協

調の下に促進するため、外国政府又は国際機関との

情報の交換その他男女共同参画社会の形成に関する

国際的な相互協力の円滑な推進を図るために必要な

措置を講ずるように努めるものとする。 

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援） 

第二十条 国は、地方公共団体が実施する男女共同参

画社会の形成の促進に関する施策及び民間の団体が

男女共同参画社会の形成の促進に関して行う活動を

支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講

ずるように努めるものとする。 

    

第三章第三章第三章第三章    男女共同参画会議男女共同参画会議男女共同参画会議男女共同参画会議    

（設置） 
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第二十一条 内閣府に、男女共同参画会議（以下「会

議」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第二十二条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 男女共同参画基本計画に関し、第十三条第三項

に規定する事項を処理すること。 

二 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関

係各大臣の諮問に応じ、男女共同参画社会の形成

の促進に関する基本的な方針、基本的な政策及び

重要事項を調査審議すること。 

三 前二号に規定する事項に関し、調査審議し、必

要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係

各大臣に対し、意見を述べること。 

四 政府が実施する男女共同参画社会の形成の促

進に関する施策の実施状況を監視し、及び政府の

施策が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響を

調査し、必要があると認めるときは、内閣総理大

臣及び関係各大臣に対し、意見を述べること。 

（組織） 

第二十三条 会議は、議長及び議員二十四人以内をも

って組織する。 

（議長） 

第二十四条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。 

2 議長は、会務を総理する。 

（議員） 

第二十五条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。 

一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣

総理大臣が指定する者 

二 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を

有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者 

2 前項第二号の議員の数は、同項に規定する議員

の総数の十分の五未満であってはならない。 

3 第一項第二号の議員のうち、男女のいずれか一

方の議員の数は、同号に規定する議員の総数の十

分の四未満であってはならない。 

4 第一項第二号の議員は、非常勤とする。 

（議員の任期） 

第二十六条 前条第一項第二号の議員の任期は、二年

とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残

任期間とする。 

2 前条第一項第二号の議員は、再任されることが

できる。 

（資料提出の要求等） 

第二十七条 会議は、その所掌事務を遂行するために

必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対

し、監視又は調査に必要な資料その他の資料の提出、

意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることが

できる。 

2 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必

要があると認めるときは、前項に規定する者以外

の者に対しても、必要な協力を依頼することがで

きる。 

（政令への委任） 

第二十八条 この章に定めるもののほか、会議の組織

及び議員その他の職員その他会議に関し必要な事項

は、政令で定める。 

    

附 則附 則附 則附 則 抄抄抄抄    

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。 

（男女共同参画審議会設置法の廃止） 

第二条 男女共同参画審議会設置法（平成九年法律第

七号）は、廃止する。 

（経過措置） 

第三条 前条の規定による廃止前の男女共同参画審議

会設置法（以下「旧審議会設置法」という。）第一条

の規定により置かれた男女共同参画審議会は、第二

十一条第一項の規定により置かれた審議会となり、

同一性をもって存続するものとする。 

2 この法律の施行の際現に旧審議会設置法第四条

第一項の規定により任命された男女共同参画審

議会の委員である者は、この法律の施行の日に、

第二十三条第一項の規定により、審議会の委員と

して任命されたものとみなす。この場合において、

その任命されたものとみなされる者の任期は、同

条第二項の規定にかかわらず、同日における旧審

議会設置法第四条第二項の規定により任命され

た男女共同参画審議会の委員としての任期の残

任期間と同一の期間とする。 

3 この法律の施行の際現に旧審議会設置法第五条

第一項の規定により定められた男女共同参画審

議会の会長である者又は同条第三項の規定によ

り指名された委員である者は、それぞれ、この法

律の施行の日に、第二十四条第一項の規定により

審議会の会長として定められ、又は同条第三項の

規定により審議会の会長の職務を代理する委員

として指名されたものとみなす。 

    

附附附附 則則則則（平成十一年七月十六日法律第百二号）（平成十一年七月十六日法律第百二号）（平成十一年七月十六日法律第百二号）（平成十一年七月十六日法律第百二号）    抄抄抄抄    

（施行期日） 

第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平

成十一年法律第八十八号）の施行の日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め

る日から施行する。 

一 略 

二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、

第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 

公布の日 

（委員等の任期に関する経過措置） 

第二十八条 この法律の施行の日の前日において次に

掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その

他の職員である者（任期の定めのない者を除く。）の

任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定め

たそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満

了する。 

一から十まで 略 



66 

十一 男女共同参画審議会 

（別に定める経過措置） 

第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、

この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に

法律で定める。  

    

附附附附 則則則則（平成十一年十二月二十二日法律第百六十号）（平成十一年十二月二十二日法律第百六十号）（平成十一年十二月二十二日法律第百六十号）（平成十一年十二月二十二日法律第百六十号）    

抄抄抄抄    

（施行期日） 

第一条 この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平

成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号

に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

（以下略） 

    

男女共同参画社会基本法案に対する附帯決議男女共同参画社会基本法案に対する附帯決議男女共同参画社会基本法案に対する附帯決議男女共同参画社会基本法案に対する附帯決議 

平成11年5月21日 参議院総務委員会 

一 政策等の立案及び決定への共同参画は、男女共同

参画社会の形成に当たり不可欠のものであることに

かんがみ、その実態を踏まえ、国及び地方公共団体

において、積極的改 善措置の積極的活用も図ること

により、その着実な進展を図ること。 

一 家庭生活における活動と他の活動の両立について

は、ILO第156号条約の趣旨に沿い、家庭生活と職業

生活の両立の重要性に留意しつつ、両立のための環

境整備を早急に進 めるとともに、特に、子の養育、

家族の介護については、社会も共に担うという認識

に立って、その社会的支援の充実強化を図ること。 

一 男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策

定に当たっては、現行の法制度についても広範にわ

たり検討を加えるとともに、施策の実施に必要な法

制上又は財政上の措 置を適宣適切に講ずること。 

一 女性に対する暴力の根絶が女性の人権の確立にと

って欠くことができないものであることにかんがみ、

あらゆる形態の女性に対する暴力の根絶に向けて積

極的に取り組むこと。 

一 男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推

進については、男女共同参画会議の調査及び監視機

能が十全に発揮されるよう、民間からの人材の登用

を含め、体制を充実させること。 

一 本法の基本理念に対する国民の理解を深めるため

に、教育活動及び広報活動等の措置を積極的に講じ

ること。 

一 各事業者が、基本理念にのっとり、男女共同参画

社会を形成する責務を自覚するよう適切な指導を行

うこと。 

一 苦情の処理及び人権が侵害された場合における被

害者救済のための措置については、オンブズパーソ

ン的機能を含めて検討し、苦情処理及び被害者救済

の実効性を確保できる制度とすること。 

 

男女共同参画社会の形成を国際的協調の下に促進す

るため、女子差別撤廃条約その他我が国が締結してい

る国際約束を誠実に履行するため必要な措置を講ずる

とともに、男女共同参画の視点に立った国際協力の一

層の推進に努めること。 

 

右決議する。 

    

男女共同参画社会基本法案に対する附帯決議男女共同参画社会基本法案に対する附帯決議男女共同参画社会基本法案に対する附帯決議男女共同参画社会基本法案に対する附帯決議    

平成11年6月11日 衆議院内閣委員会 

政府は、本法施行に当たり、次の事項に配慮すべきで

ある。 

一 家庭生活における活動と他の活動の両立について

は、ILO第156号条約の趣旨に沿い、両立のための環

境整備を早急に進めるとともに、特に、子の養育、

家族の介護については、社会も共に責任を担うとい

う認識に立って、その社会的支援の充実強化を図る

こと。 

一 女性に対する暴力の根絶が女性の人権の確立にと

って欠くことができないものであることにかんがみ、

あらゆる形態の女性に対する暴力の根絶に向けて積

極的に取り組むこと。 

一 男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策

定に当たっては、性別によるあらゆる差別をなくす

よう、現行の諸制度についても検討を加えるととも

に、施策の実施に必要な法政上又は財政上の措置を

適切に講ずること。 

一 男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推

進に当たっては、その施策の推進体制における調査

及び監視機能が十分に発揮されるよう、民間からの

人材の登用を含め、その体制の整備の強化を図るこ

と。 

一 各事業者が、基本理念にのっとり、男女共同参画

社会の形成に寄与する責務を有することを自覚して、

男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進

を図るよう、適切な指導を行うこと。 

一 男女共同参画社会の形成には、男女の人権の尊重

が欠かせないことにかんがみ、苦情の処理及び被害

者の救済が十分図られるよう、実効性のある制度の

確立に努めること。 
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（３）女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（３）女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（３）女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（３）女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（（（（女性活躍推進法女性活躍推進法女性活躍推進法女性活躍推進法））））    

平成二十七年法律第六十四号 

 

第一章第一章第一章第一章    総則総則総則総則    

（目的） 

第一条 この法律は、近年、自らの意思によって職業

生活を営み、又は営もうとする女性がその個性と能

力を十分に発揮して職業生活において活躍すること

（以下「女性の職業生活における活躍」という。）が

一層重要となっていることに鑑み、男女共同参画社

会基本法（平成十一年法律第七十八号）の基本理念

にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進に

ついて、その基本原則を定め、並びに国、地方公共

団体及び事業主の責務を明らかにするとともに、基

本方針及び事業主の行動計画の策定、女性の職業生

活における活躍を推進するための支援措置等につい

て定めることにより、女性の職業生活における活躍

を迅速かつ重点的に推進し、もって男女の人権が尊

重され、かつ、急速な少子高齢化の進展、国民の需

要の多様化その他の社会経済情勢の変化に対応でき

る豊かで活力ある社会を実現することを目的とする。 

（基本原則） 

第二条 女性の職業生活における活躍の推進は、職業

生活における活躍に係る男女間の格差の実情を踏ま

え、自らの意思によって職業生活を営み、又は営も

うとする女性に対する採用、教育訓練、昇進、職種

及び雇用形態の変更その他の職業生活に関する機会

の積極的な提供及びその活用を通じ、かつ、性別に

よる固定的な役割分担等を反映した職場における慣

行が女性の職業生活における活躍に対して及ぼす影

響に配慮して、その個性と能力が十分に発揮できる

ようにすることを旨として、行われなければならな

い。 

２ 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生

活を営む女性が結婚、妊娠、出産、育児、介護そ

の他の家庭生活に関する事由によりやむを得ず

退職することが多いことその他の家庭生活に関

する事由が職業生活に与える影響を踏まえ、家族

を構成する男女が、男女の別を問わず、相互の協

力と社会の支援の下に、育児、介護その他の家庭

生活における活動について家族の一員としての

役割を円滑に果たしつつ職業生活における活動

を行うために必要な環境の整備等により、男女の

職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立

が可能となることを旨として、行われなければな

らない。 

３ 女性の職業生活における活躍の推進に当たっ

ては、女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、

本人の意思が尊重されるべきものであることに

留意されなければならない。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第三条 国及び地方公共団体は、前条に定める女性の

職業生活における活躍の推進についての基本原則

（次条及び第五条第一項において「基本原則」とい

う。）にのっとり、女性の職業生活における活躍の推

進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施し

なければならない。 

（事業主の責務） 

第四条 事業主は、基本原則にのっとり、その雇用し、

又は雇用しようとする女性労働者に対する職業生活

に関する機会の積極的な提供、雇用する労働者の職

業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備

その他の女性の職業生活における活躍の推進に関す

る取組を自ら実施するよう努めるとともに、国又は

地方公共団体が実施する女性の職業生活における活

躍の推進に関する施策に協力しなければならない。 

    

第二章第二章第二章第二章    基本方針等基本方針等基本方針等基本方針等    

（基本方針） 

第五条 政府は、基本原則にのっとり、女性の職業生

活における活躍の推進に関する施策を総合的かつ一

体的に実施するため、女性の職業生活における活躍

の推進に関する基本方針（以下「基本方針」という。）

を定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定める

ものとする。 

一 女性の職業生活における活躍の推進に関する

基本的な方向 

二 事業主が実施すべき女性の職業生活における

活躍の推進に関する取組に関する基本的な事項 

三 女性の職業生活における活躍の推進に関する

施策に関する次に掲げる事項 

イ 女性の職業生活における活躍を推進するた

めの支援措置に関する事項 

ロ 職業生活と家庭生活との両立を図るために

必要な環境の整備に関する事項 

ハ その他女性の職業生活における活躍の推進

に関する施策に関する重要事項 

四 前三号に掲げるもののほか、女性の職業生活に

おける活躍を推進するために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議

の決定を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定

があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しな

ければならない。 

５ 前二項の規定は、基本方針の変更について準用

する。 

（都道府県推進計画等） 

第六条 都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道

府県の区域内における女性の職業生活における活躍

の推進に関する施策についての計画（以下この条に
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おいて「都道府県推進計画」という。）を定めるよう

努めるものとする。 

２ 市町村は、基本方針（都道府県推進計画が定め

られているときは、基本方針及び都道府県推進計

画）を勘案して、当該市町村の区域内における女

性の職業生活における活躍の推進に関する施策

についての計画（次項において「市町村推進計画」

という。）を定めるよう努めるものとする。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県推進計画又は

市町村推進計画を定め、又は変更したときは、遅

滞なく、これを公表しなければならない。 

    

第三章第三章第三章第三章    事業主行動計画等事業主行動計画等事業主行動計画等事業主行動計画等    

第一節第一節第一節第一節    事業主行動計画策定指針事業主行動計画策定指針事業主行動計画策定指針事業主行動計画策定指針    

第七条 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、

事業主が女性の職業生活における活躍の推進に関す

る取組を総合的かつ効果的に実施することができる

よう、基本方針に即して、次条第一項に規定する一

般事業主行動計画及び第十九条第一項に規定する特

定事業主行動計画（次項において「事業主行動計画」

と総称する。）の策定に関する指針（以下「事業主行

動計画策定指針」という。）を定めなければならない。 

２ 事業主行動計画策定指針においては、次に掲げ

る事項につき、事業主行動計画の指針となるべき

ものを定めるものとする。 

一 事業主行動計画の策定に関する基本的な事項 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する

取組の内容に関する事項 

三 その他女性の職業生活における活躍の推進に

関する取組に関する重要事項 

３ 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、

事業主行動計画策定指針を定め、又は変更したと

きは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

第二節第二節第二節第二節    一般事業主行動計画等一般事業主行動計画等一般事業主行動計画等一般事業主行動計画等    

（一般事業主行動計画の策定等） 

第八条 国及び地方公共団体以外の事業主（以下「一

般事業主」という。）であって、常時雇用する労働者

の数が三百人を超えるものは、事業主行動計画策定

指針に即して、一般事業主行動計画（一般事業主が

実施する女性の職業生活における活躍の推進に関す

る取組に関する計画をいう。以下同じ。）を定め、厚

生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に

届け出なければならない。これを変更したときも、

同様とする。 

２ 一般事業主行動計画においては、次に掲げる事

項を定めるものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する

取組の実施により達成しようとする目標 

三 実施しようとする女性の職業生活における活

躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期 

３ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行

動計画を定め、又は変更しようとするときは、厚

生労働省令で定めるところにより、採用した労働

者に占める女性労働者の割合、男女の継続勤務年

数の差異、労働時間の状況、管理的地位にある労

働者に占める女性労働者の割合その他のその事

業における女性の職業生活における活躍に関す

る状況を把握し、女性の職業生活における活躍を

推進するために改善すべき事情について分析し

た上で、その結果を勘案して、これを定めなけれ

ばならない。この場合において、前項第二号の目

標については、採用する労働者に占める女性労働

者の割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割

合、労働時間、管理的地位にある労働者に占める

女性労働者の割合その他の数値を用いて定量的

に定めなければならない。 

４ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行

動計画を定め、又は変更したときは、厚生労働省

令で定めるところにより、これを労働者に周知さ

せるための措置を講じなければならない。 

５ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行

動計画を定め、又は変更したときは、厚生労働省

令で定めるところにより、これを公表しなければ

ならない。 

６ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行

動計画に基づく取組を実施するとともに、一般事

業主行動計画に定められた目標を達成するよう

努めなければならない。 

７ 一般事業主であって、常時雇用する労働者の数

が三百人以下のものは、事業主行動計画策定指針

に即して、一般事業主行動計画を定め、厚生労働

省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け

出るよう努めなければならない。これを変更した

ときも、同様とする。 

８ 第三項の規定は前項に規定する一般事業主が

一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとす

る場合について、第四項から第六項までの規定は

前項に規定する一般事業主が一般事業主行動計

画を定め、又は変更した場合について、それぞれ

準用する。 

（基準に適合する一般事業主の認定） 

第九条 厚生労働大臣は、前条第一項又は第七項の規

定による届出をした一般事業主からの申請に基づき、

厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主に

ついて、女性の職業生活における活躍の推進に関す

る取組に関し、当該取組の実施の状況が優良なもの

であることその他の厚生労働省令で定める基準に適

合するものである旨の認定を行うことができる。 

（認定一般事業主の表示等） 

第十条 前条の認定を受けた一般事業主（以下「認定

一般事業主」という。）は、商品、役務の提供の用に

供する物、商品又は役務の広告又は取引に用いる書

類若しくは通信その他の厚生労働省令で定めるもの

（次項及び第十四条第一項において「商品等」とい

う。）に厚生労働大臣の定める表示を付することがで
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きる。 

２ 何人も、前項の規定による場合を除くほか、商

品等に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を

付してはならない。 

（認定の取消し） 

第十一条 厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各

号のいずれかに該当するときは、第九条の認定を取

り消すことができる。 

一 第九条に規定する基準に適合しなくなったと

認めるとき。 

二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し

たとき。 

三 不正の手段により第九条の認定を受けたとき。 

（基準に適合する認定一般事業主の認定） 

第十二条 厚生労働大臣は、認定一般事業主からの申

請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、

当該事業主について、女性の職業生活における活躍

の推進に関する取組に関し、当該事業主の策定した

一般事業主行動計画に基づく取組を実施し、当該一

般事業主行動計画に定められた目標を達成したこと、

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確

保等に関する法律（昭和四十七年法律第百十三号）

第十三条の二に規定する業務を担当する者及び育児

休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の

福祉に関する法律（平成三年法律第七十六号）第二

十九条に規定する業務を担当する者を選任している

こと、当該女性の職業生活における活躍の推進に関

する取組の実施の状況が特に優良なものであること

その他の厚生労働省令で定める基準に適合するもの

である旨の認定を行うことができる。 

（特例認定一般事業主の特例等） 

第十三条 前条の認定を受けた一般事業主（以下「特

例認定一般事業主」という。）については、第八条第

一項及び第七項の規定は、適用しない。 

２ 特例認定一般事業主は、厚生労働省令で定める

ところにより、毎年少なくとも一回、女性の職業

生活における活躍の推進に関する取組の実施の

状況を公表しなければならない。 

（特例認定一般事業主の表示等） 

第十四条 特例認定一般事業主は、商品等に厚生労働

大臣の定める表示を付することができる。 

２ 第十条第二項の規定は、前項の表示について準

用する。 

（特例認定一般事業主の認定の取消し） 

第十五条 厚生労働大臣は、特例認定一般事業主が次

の各号のいずれかに該当するときは、第十二条の認

定を取り消すことができる。 

一 第十一条の規定により第九条の認定を取り消

すとき。 

二 第十二条に規定する基準に適合しなくなった

と認めるとき。 

三 第十三条第二項の規定による公表をせず、又は

虚偽の公表をしたとき。 

四 前号に掲げる場合のほか、この法律又はこの法

律に基づく命令に違反したとき。 

五 不正の手段により第十二条の認定を受けたと

き。 

（委託募集の特例等） 

第十六条 承認中小事業主団体の構成員である中小事

業主（一般事業主であって、常時雇用する労働者の

数が三百人以下のものをいう。以下この項及び次項

において同じ。）が、当該承認中小事業主団体をして

女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の

実施に関し必要な労働者の募集を行わせようとする

場合において、当該承認中小事業主団体が当該募集

に従事しようとするときは、職業安定法（昭和二十

二年法律第百四十一号）第三十六条第一項及び第三

項の規定は、当該構成員である中小事業主について

は、適用しない。 

２ この条及び次条において「承認中小事業主団体」

とは、事業協同組合、協同組合連合会その他の特

別の法律により設立された組合若しくはその連

合会であって厚生労働省令で定めるもの又は一

般社団法人で中小事業主を直接又は間接の構成

員とするもの（厚生労働省令で定める要件に該当

するものに限る。）のうち、その構成員である中小

事業主に対して女性の職業生活における活躍の

推進に関する取組を実施するための人材確保に

関する相談及び援助を行うものであって、その申

請に基づいて、厚生労働大臣が、当該相談及び援

助を適切に行うための厚生労働省令で定める基

準に適合する旨の承認を行ったものをいう。 

３ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項に

規定する基準に適合しなくなったと認めるとき

は、同項の承認を取り消すことができる。 

４ 承認中小事業主団体は、第一項に規定する募集

に従事しようとするときは、厚生労働省令で定め

るところにより、募集時期、募集人員、募集地域

その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働

省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なけ

ればならない。 

５ 職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の

規定による届出があった場合について、同法第五

条の三第一項及び第四項、第五条の四、第三十九

条、第四十一条第二項、第四十二条第一項、第四

十二条の二、第四十八条の三第一項、第四十八条

の四、第五十条第一項及び第二項並びに第五十一

条の規定は前項の規定による届出をして労働者

の募集に従事する者について、同法第四十条の規

定は同項の規定による届出をして労働者の募集

に従事する者に対する報酬の供与について、同法

第五十条第三項及び第四項の規定はこの項にお

いて準用する同条第二項に規定する職権を行う

場合について、それぞれ準用する。この場合にお

いて、同法第三十七条第二項中「労働者の募集を

行おうとする者」とあるのは「女性の職業生活に
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おける活躍の推進に関する法律第十六条第四項

の規定による届出をして労働者の募集に従事し

ようとする者」と、同法第四十一条第二項中「当

該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」

とあるのは「期間」と読み替えるものとする。 

６ 職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条

の三の規定の適用については、同法第三十六条第

二項中「前項の」とあるのは「被用者以外の者を

して労働者の募集に従事させようとする者がそ

の被用者以外の者に与えようとする」と、同法第

四十二条の三中「第三十九条に規定する募集受託

者」とあるのは「女性の職業生活における活躍の

推進に関する法律（平成二十七年法律第六十四号）

第十六条第四項の規定による届出をして労働者

の募集に従事する者」とする。 

７ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、

第二項の相談及び援助の実施状況について報告

を求めることができる。 

第十七条 公共職業安定所は、前条第四項の規定によ

る届出をして労働者の募集に従事する承認中小事業

主団体に対して、雇用情報及び職業に関する調査研

究の成果を提供し、かつ、これらに基づき当該募集

の内容又は方法について指導することにより、当該

募集の効果的かつ適切な実施を図るものとする。 

（一般事業主に対する国の援助） 

第十八条 国は、第八条第一項若しくは第七項の規定

により一般事業主行動計画を策定しようとする一般

事業主又はこれらの規定による届出をした一般事業

主に対して、一般事業主行動計画の策定、労働者へ

の周知若しくは公表又は一般事業主行動計画に基づ

く措置が円滑に実施されるように相談その他の援助

の実施に努めるものとする。 

第三節第三節第三節第三節    特定事業主行動計画特定事業主行動計画特定事業主行動計画特定事業主行動計画    

第十九条 国及び地方公共団体の機関、それらの長又

はそれらの職員で政令で定めるもの（以下「特定事

業主」という。）は、政令で定めるところにより、事

業主行動計画策定指針に即して、特定事業主行動計

画（特定事業主が実施する女性の職業生活における

活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。以下

この条において同じ。）を定めなければならない。 

２ 特定事業主行動計画においては、次に掲げる事

項を定めるものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する

取組の実施により達成しようとする目標 

三 実施しようとする女性の職業生活における活

躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期 

３ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又

は変更しようとするときは、内閣府令で定めると

ころにより、採用した職員に占める女性職員の割

合、男女の継続勤務年数の差異、勤務時間の状況、

管理的地位にある職員に占める女性職員の割合

その他のその事務及び事業における女性の職業

生活における活躍に関する状況を把握し、女性の

職業生活における活躍を推進するために改善す

べき事情について分析した上で、その結果を勘案

して、これを定めなければならない。この場合に

おいて、前項第二号の目標については、採用する

職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年

数の差異の縮小の割合、勤務時間、管理的地位に

ある職員に占める女性職員の割合その他の数値

を用いて定量的に定めなければならない。 

４ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又

は変更したときは、遅滞なく、これを職員に周知

させるための措置を講じなければならない。 

５ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又

は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなけ

ればならない。 

６ 特定事業主は、毎年少なくとも一回、特定事業

主行動計画に基づく取組の実施の状況を公表し

なければならない。 

７ 特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく取

組を実施するとともに、特定事業主行動計画に定

められた目標を達成するよう努めなければなら

ない。 

第四節第四節第四節第四節    女性の職業選択に資する情報の公表女性の職業選択に資する情報の公表女性の職業選択に資する情報の公表女性の職業選択に資する情報の公表    

（一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公

表） 

第二十条 第八条第一項に規定する一般事業主は、厚

生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、

又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、そ

の事業における女性の職業生活における活躍に関す

る次に掲げる情報を定期的に公表しなければならな

い。 

一 その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者

に対する職業生活に関する機会の提供に関する

実績 

二 その雇用する労働者の職業生活と家庭生活と

の両立に資する雇用環境の整備に関する実績 

２ 第八条第七項に規定する一般事業主は、厚生労

働省令で定めるところにより、職業生活を営み、

又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、

その事業における女性の職業生活における活躍

に関する前項各号に掲げる情報の少なくともい

ずれか一方を定期的に公表するよう努めなけれ

ばならない。 

（特定事業主による女性の職業選択に資する情報の公

表） 

第二十一条 特定事業主は、内閣府令で定めるところ

により、職業生活を営み、又は営もうとする女性の

職業選択に資するよう、その事務及び事業における

女性の職業生活における活躍に関する次に掲げる情

報を定期的に公表しなければならない。 

一 その任用し、又は任用しようとする女性に対す

る職業生活に関する機会の提供に関する実績 

二 その任用する職員の職業生活と家庭生活との
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両立に資する勤務環境の整備に関する実績 

    

第四章第四章第四章第四章    女性の職業生活における活躍を推進するた女性の職業生活における活躍を推進するた女性の職業生活における活躍を推進するた女性の職業生活における活躍を推進するた

めの支援措置めの支援措置めの支援措置めの支援措置    

（職業指導等の措置等） 

第二十二条 国は、女性の職業生活における活躍を推

進するため、職業指導、職業紹介、職業訓練、創業

の支援その他の必要な措置を講ずるよう努めるもの

とする。 

２ 地方公共団体は、女性の職業生活における活躍

を推進するため、前項の措置と相まって、職業生

活を営み、又は営もうとする女性及びその家族そ

の他の関係者からの相談に応じ、関係機関の紹介

その他の情報の提供、助言その他の必要な措置を

講ずるよう努めるものとする。 

３ 地方公共団体は、前項に規定する業務に係る事

務の一部を、その事務を適切に実施することがで

きるものとして内閣府令で定める基準に適合す

る者に委託することができる。 

４ 前項の規定による委託に係る事務に従事する

者又は当該事務に従事していた者は、正当な理由

なく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らして

はならない。 

（財政上の措置等） 

第二十三条 国は、女性の職業生活における活躍の推

進に関する地方公共団体の施策を支援するために必

要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努める

ものとする。 

（国等からの受注機会の増大） 

第二十四条 国は、女性の職業生活における活躍の推

進に資するため、国及び公庫等（沖縄振興開発金融

公庫その他の特別の法律によって設立された法人で

あって政令で定めるものをいう。）の役務又は物件の

調達に関し、予算の適正な使用に留意しつつ、認定

一般事業主、特例認定一般事業主その他の女性の職

業生活における活躍に関する状況又は女性の職業生

活における活躍の推進に関する取組の実施の状況が

優良な一般事業主（次項において「認定一般事業主

等」という。）の受注の機会の増大その他の必要な施

策を実施するものとする。 

２ 地方公共団体は、国の施策に準じて、認定一般

事業主等の受注の機会の増大その他の必要な施

策を実施するように努めるものとする。 

（啓発活動） 

第二十五条 国及び地方公共団体は、女性の職業生活

における活躍の推進について、国民の関心と理解を

深め、かつ、その協力を得るとともに、必要な啓発

活動を行うものとする。 

（情報の収集、整理及び提供） 

第二十六条 国は、女性の職業生活における活躍の推

進に関する取組に資するよう、国内外における女性

の職業生活における活躍の状況及び当該取組に関す

る情報の収集、整理及び提供を行うものとする。 

（協議会） 

第二十七条 当該地方公共団体の区域において女性の

職業生活における活躍の推進に関する事務及び事業

を行う国及び地方公共団体の機関（以下この条にお

いて「関係機関」という。）は、第二十二条第一項の

規定により国が講ずる措置及び同条第二項の規定に

より地方公共団体が講ずる措置に係る事例その他の

女性の職業生活における活躍の推進に有用な情報を

活用することにより、当該区域において女性の職業

生活における活躍の推進に関する取組が効果的かつ

円滑に実施されるようにするため、関係機関により

構成される協議会（以下「協議会」という。）を組織

することができる。 

２ 協議会を組織する関係機関は、当該地方公共団

体の区域内において第二十二条第三項の規定に

よる事務の委託がされている場合には、当該委託

を受けた者を協議会の構成員として加えるもの

とする。 

３ 協議会を組織する関係機関は、必要があると認

めるときは、協議会に次に掲げる者を構成員とし

て加えることができる。 

一 一般事業主の団体又はその連合団体 

二 学識経験者 

三 その他当該関係機関が必要と認める者 

４ 協議会は、関係機関及び前二項の構成員（以下

この項において「関係機関等」という。）が相互の

連絡を図ることにより、女性の職業生活における

活躍の推進に有用な情報を共有し、関係機関等の

連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じ

た女性の職業生活における活躍の推進に関する

取組について協議を行うものとする。 

５ 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体

は、内閣府令で定めるところにより、その旨を公

表しなければならない。 

（秘密保持義務） 

第二十八条 協議会の事務に従事する者又は協議会の

事務に従事していた者は、正当な理由なく、協議会

の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（協議会の定める事項） 

第二十九条 前二条に定めるもののほか、協議会の組

織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

    

第五章第五章第五章第五章    雑則雑則雑則雑則    

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告） 

第三十条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必

要があると認めるときは、第八条第一項に規定する

一般事業主又は認定一般事業主若しくは特例認定一

般事業主である同条第七項に規定する一般事業主に

対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告

をすることができる。 

（公表） 

第三十一条 厚生労働大臣は、第二十条第一項の規定

による公表をせず、若しくは虚偽の公表をした第八
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条第一項に規定する一般事業主又は第二十条第二項

に規定する情報に関し虚偽の公表をした認定一般事

業主若しくは特例認定一般事業主である第八条第七

項に規定する一般事業主に対し、前条の規定による

勧告をした場合において、当該勧告を受けた者がこ

れに従わなかったときは、その旨を公表することが

できる。 

（権限の委任） 

第三十二条 第八条、第九条、第十一条、第十二条、

第十五条、第十六条、第三十条及び前条に規定する

厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるとこ

ろにより、その一部を都道府県労働局長に委任する

ことができる。 

（政令への委任） 

第三十三条 この法律に定めるもののほか、この法律

の実施のため必要な事項は、政令で定める。 

第六章第六章第六章第六章    罰則罰則罰則罰則    

第三十四条 第十六条第五項において準用する職業安

定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命

令に違反して、労働者の募集に従事した者は、一年

以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 

第三十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一

年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

一 第二十二条第四項の規定に違反して秘密を漏

らした者 

二 第二十八条の規定に違反して秘密を漏らした

者 

第三十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、六

月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 

一 第十六条第四項の規定による届出をしないで、

労働者の募集に従事した者 

二 第十六条第五項において準用する職業安定法

第三十七条第二項の規定による指示に従わなかっ

た者 

三 第十六条第五項において準用する職業安定法

第三十九条又は第四十条の規定に違反した者 

第三十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三

十万円以下の罰金に処する。 

一 第十条第二項（第十四条第二項において準用す

る場合を含む。）の規定に違反した者 

二 第十六条第五項において準用する職業安定法

第五十条第一項の規定による報告をせず、又は虚

偽の報告をした者 

三 第十六条第五項において準用する職業安定法

第五十条第二項の規定による立入り若しくは検

査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対

して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 

四 第十六条第五項において準用する職業安定法

第五十一条第一項の規定に違反して秘密を漏ら

した者 

第三十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理

人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業

務に関し、第三十四条、第三十六条又は前条の違反

行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人

又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 

第三十九条 第三十条の規定による報告をせず、又は

虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処す

る。 

 

附附附附    則則則則    抄抄抄抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、

第三章（第七条を除く。）、第五章（第二十八条を除

く。）及び第六章（第三十条を除く。）の規定並びに

附則第五条の規定は、平成二十八年四月一日から施

行する。 

（この法律の失効） 

第二条 この法律は、平成三十八年三月三十一日限り、

その効力を失う。 

２ 第二十二条第三項の規定による委託に係る事

務に従事していた者の当該事務に関して知り得

た秘密については、同条第四項の規定（同項に係

る罰則を含む。）は、前項の規定にかかわらず、同

項に規定する日後も、なおその効力を有する。 

３ 協議会の事務に従事していた者の当該事務に

関して知り得た秘密については、第二十八条の規

定（同条に係る罰則を含む。）は、第一項の規定に

かかわらず、同項に規定する日後も、なおその効

力を有する。 

４ この法律の失効前にした行為に対する罰則の

適用については、この法律は、第一項の規定にか

かわらず、同項に規定する日後も、なおその効力

を有する。 

（政令への委任） 

第三条 前条第二項から第四項までに規定するものの

ほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政

令で定める。 

（検討） 

第四条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場

合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要

があると認めるときは、この法律の規定について検

討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる

ものとする。 

    

附附附附    則則則則    （平成二九年三月三一日法律第一四号）（平成二九年三月三一日法律第一四号）（平成二九年三月三一日法律第一四号）（平成二九年三月三一日法律第一四号）    抄抄抄抄    

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行

する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号

に定める日から施行する。 

一 第一条中雇用保険法第六十四条の次に一条を

加える改正規定及び附則第三十五条の規定 公布

の日 

二・三 略 

四 第二条中雇用保険法第十条の四第二項、第五十

八条第一項、第六十条の二第四項、第七十六条第

二項及び第七十九条の二並びに附則第十一条の
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二第一項の改正規定並びに同条第三項の改正規

定（「百分の五十を」を「百分の八十を」に改める

部分に限る。）、第四条の規定並びに第七条中育

児・介護休業法第五十三条第五項及び第六項並び

に第六十四条の改正規定並びに附則第五条から

第八条まで及び第十条の規定、附則第十三条中国

家公務員退職手当法（昭和二十八年法律第百八十

二号）第十条第十項第五号の改正規定、附則第十

四条第二項及び第十七条の規定、附則第十八条

（次号に掲げる規定を除く。）の規定、附則第十九

条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭

和四十六年法律第六十八号）第三十八条第三項の

改正規定（「第四条第八項」を「第四条第九項」に

改める部分に限る。）、附則第二十条中建設労働者

の雇用の改善等に関する法律（昭和五十一年法律

第三十三号）第三十条第一項の表第四条第八項の

項、第三十二条の十一から第三十二条の十五まで、

第三十二条の十六第一項及び第五十一条の項及

び第四十八条の三及び第四十八条の四第一項の

項の改正規定、附則第二十一条、第二十二条、第

二十六条から第二十八条まで及び第三十二条の

規定並びに附則第三十三条（次号に掲げる規定を

除く。）の規定 平成三十年一月一日 

（罰則に関する経過措置） 

第三十四条 この法律（附則第一条第四号に掲げる規

定にあっては、当該規定）の施行前にした行為に対

する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第三十五条 この附則に規定するもののほか、この法

律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

    

附附附附    則則則則    （令和元年六月五日法律第二四号）（令和元年六月五日法律第二四号）（令和元年六月五日法律第二四号）（令和元年六月五日法律第二四号）    抄抄抄抄    

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超

えない範囲内において政令で定める日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め

る日から施行する。 

一 第三条中労働施策の総合的な推進並びに労働

者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する

法律第四条の改正規定並びに次条及び附則第六

条の規定 公布の日 

二 第二条の規定 公布の日から起算して三年を

超えない範囲内において政令で定める日 

（罰則に関する経過措置） 

第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の

適用については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施

行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 

（検討） 

第七条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場

合において、この法律による改正後の規定の施行の

状況について検討を加え、必要があると認めるとき

は、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものと

する。 
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５５５５    用語解説用語解説用語解説用語解説    

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

 

あ 
 
アンコンシャスバイアス 
「無意識の思い込み、偏見」と訳され、誰か

と話すときや接するときに、これまで経験した
ことや、見聞きしたことに照らし合わせて、「自
分なりに解釈する」という脳の機能によって引
き起こされるもの。 

イクボス 
部下が育児と仕事を両立できるよう配慮し、業

務を滞りなく進めるための工夫をしつつ、自らも
仕事と生活を充実させている管理職のこと。 

ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標） 
 平成13（2001）年に策定されたミレニアム開発
目標（ＭＤＧｓ）の後継として、平成27（2015）
年９月の国連サミットで採択された「持続可能な
開発のための2030アジェンダ」にて記載された
2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す
国際目標のこと。17のゴール・169のターゲット
から構成され、地球上の「誰一人取り残さない
（leave no one behind）」ことを誓っている。 

ＬＧＢＴＱ 
 レズビアン（女性の同性愛者）、ゲイ（男性の
同性愛者）、バイセクシャル（両性愛者）、トラン
スジェンダー（心の性と体の性との不一致）、ク
エスチョニング（自分のセクシュアリテイがわか
らない、決められない、決めたくない）の言葉の
頭文字をとって組み合わせた言葉で、性的マイノ
リティ（性的少数者）を表す言葉の一つ。 
 
か 
キャリア教育 
子どもたちの社会的・職業的自立に向け、児童・

生徒一人一人に望ましい職業観、勤労観、職業に
関する知識や技能を身に付けさせるとともに、自
己の個性を理解し、主体的に進路を選択する能
力・態度を育てる教育のこと。 

 
固定的性別役割分担意識 
男女を問わず個人の能力等によって役割を決

めることが適当であるにもかかわらず「男は仕
事・女は家庭」、「男性は主要な業務・女性は補助
的業務」等のように、男性、女性という性別を理
由として、役割を固定的に分ける考え方のこと。 
 
さ 
災害時要配慮者 
高齢者、障害のある人、性的マイノリティ等の
防災施策において特に配慮を要する人のこと。 

ジェンダー 
「社会的・文化的に形成された性別」のこと。

人間には生まれついての生物学的性別（セックス
／sex）がある一方、社会通念や慣習の中には、
社会によってつくり上げられた「男性像」、「女性
像」があり、このような男性、女性の別を「社会
的・文化的に形成された性別」（ジェンダー／
gender）と言う。「社会的・文化的に形成された
性別」は、それ自体に良い、悪いの価値を含むも
のではない。 

ジェンダー・ギャップ指数 
世界経済フォーラムが各国内の男女間の格差

を数値化しランク付けしたもので、経済分野、教
育分野、政治分野及び健康分野のデータから算出
され、０が完全不平等、１が完全平等を意味して
おり、性別による格差を明らかにできる。 
また、これとは別に国連開発計画(ＵＮＤＰ)が
毎年刊行する人間開発報告書で作成されている
「ジェンダー不平等指数(ＧＩＩ)」では、日本は
令和２（2020）年度時点で、24位(162か国中)と
なっている。 

ジェンダーに基づく暴力 
国連難民高等弁務官事務所(ＵＮＨＣＲ)によ

れば、以下の５つに分類される。 
① 性的搾取・虐待を含む暴力 
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② 殴る蹴る等の「身体的暴力」 
③ 言葉やいじめによる「心理的暴力」 
④ 女性性器切除等の「身体に有害とされる伝統

的慣習」 
⑤ 社会的疎外や貧困といった「社会的・経済的

暴力」 

性自認(心の性) 
自分の性別をどのように認識しているかとい

うこと。 

性的指向(好きになる性) 
人の恋愛・性愛がどういう対象に向かうのかを
示す概念のこと。恋愛・性愛の対象が異性に向か
う異性愛（ヘテロセクシュアル）、同性に向かう
同性愛（ホモセクシュアル）、男女両方に向かう
両性愛（バイセクシュアル）などがある。 

セクシュアル・ハラスメント 
相手の意に反した性的な言動を行うことによ

り不快感を与え、その者の尊厳を傷つけ、就業環
境その他の生活環境を害し、または性的な言動を
受けた者の対応によってその者に不利益を与え
ること。 
 
た 
ダイバーシティ＆インクルージョン 

「多様性」と「包摂」と訳され、性別や国籍、年齢
などに関わりなく、多様な個性が力を発揮し、共
存すること。 

ＤＶ 
 ドメスティック・バイオレンス。配偶者（婚姻
の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の
事情にある者を含む）等に対する暴力その他の心
身に有害な影響を及ぼす言動をいう。 

デートＤＶ 
 恋人からの暴力行為のこと。10代のカップルの
３組の１組で起きているとも言われている。 

テレワーク 
 ＩＣＴ（情報通信技術）を活用し、時間や場所
を有効に活用できる柔軟な働き方のこと。通常勤
務しているオフィスから離れた場所で、ＩＣＴを

使って仕事をする。テレワークには、自宅で働く
在宅勤務、移動中や出先で働くモバイル勤務、本
拠地以外の施設で働くサテライトオフィス勤務
などがある。 
 
は 
 
パートナーシップ制度 
 日本では同性婚が法律では認められていない
が、地方自治体においては、同性(戸籍の性)同
士を含むパートナーシップを、婚姻しているカ
ップルと同等のものであると自治体が公認する
制度。また、ファミリーシップ制度は、同居し
ている子どもも家族と同等のものであると公認
する制度。 
ハラスメント 
 様々な場面でのいやがらせ、いじめのこと。相
手の意に反する行為によって不快な感情を抱か
せるもので、ハラスメントにはセクシュアル・ハ
ラスメント、パワー・ハラスメント、マタニティ・
ハラスメントなど様々な種類がある。 

ＰＤＣＡ 
 事業を計画（plan）、実行（do）、評価（check）、
改善（act）の４段階を繰り返すことによって、
業務を継続的に改善していく手法のこと。 
藤枝版ローカルＳＤＧｓ 
ＳＤＧｓの実現に寄与するため、「第６次藤枝
市総合計画」の推進のために本市として取り組む
べきことを、独自に17の目標として設定したもの。 
 

ら 
リプロダクティブ・ヘルス／ライツ 
生殖に関する「健康」と「権利」のこと。「健
康」としては、安全で満足できる性生活、安全な
出産などが、「権利」としては、避妊・妊娠・中
絶・出産の過程において、自ら「いつ」、「何人」、
「子どもを産むか、産まないか」を決定する自由、
性・生殖に関する適切な情報とサービスを得られ
る権利などがあげられる。 
※国連などでの表記は、 

「Sexual and reproductive health and rights」
とされている。 
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ロールモデル 
将来像を描いたり、自分のキャリア形成を考え

る際に参考する役割モデルのこと。 
 

わ 
ワーク・ライフ・バランス 
「仕事と生活の調和」。老若男女誰もが、仕事、

家庭生活、地域生活、個人の自己啓発など、様々
な活動について、自ら希望するバランスで展開で
きる状態のこと。 
 



 




